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令和７年第３回（９月）大郷町議会定例会会議録第５号 

令和７年９月３０日（火） 

                                    

応招議員（１２名） 

   １番 鈴 木 安 則 君    ２番 赤 間 繁 幸 君 

   ３番 鎌 田 暁 史 君    ４番 鈴 木 利 博 君 

   ５番 赤 間 則 幸 君    ６番 佐々木 和 夫 君 

   ７番 鈴 木 恵 子 君    ８番 金 須 新 一 君 

   ９番 田 中 三惠子 君   １０番 熱 海 文 義 君 

  １１番 高 橋 重 信 君   １２番 石 垣 正 博 君 

                                       

出席議員（１２名） 

   応招議員と同じ 

                                       

欠席議員（ ０名） 

   な  し 

                                       

  地方自治法第121条の規定により、会議事件説明のため本議会に出席した者

は、次のとおりである。 

町長     石 川 良 彦 君  総務課長   熊 谷 有 司 君 

財政課長   菅 野 直 人 君  まちづくり政策課長  高 橋   優 君 

復興推進課長 武 藤 亨 介 君  復興推進課技監 櫛 濱   学 君 

税務課長   片 倉   剛 君  町民課長   千 葉   昭 君 

保健福祉課長 小 野 純 一 君  農林振興課長 本 間 文 二 君 

商工観光課長 武 田 力 也 君  地域整備課長 遠 藤 歩 未 君 

上下水道課長 赤 間 良 悦 君  学校教育課長 角 田 倫 明 君 

社会教育課長 遠 藤 正 智 君   

                                       

事務局出席職員氏名    

 事務局長 三浦 光  次長 千葉真弓  主事 高橋映瑠  

                                       

議事日程第５号 

  令和７年９月３０日（火曜日） 午前１０時開議 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  一般質問〔４人 ８件〕 
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        ◎一般質問通告順 

         ６．  ２番 赤間繁幸  議員 

         ７．  ７番 鈴木恵子  議員 

         ８．  ５番 赤間則幸  議員 

         ９．  ６番 佐々木和夫 議員 

 日程第３  議案第４９号 令和７年度大郷町一般会計補正予算（第５号） 

 日程第４  請願第 ２号 診療報酬及び介護報酬の抜本的引上げ等による 

              労働者の処遇改善と医療機関や介護施設の経営 

              改善を求める意見書提出についての請願 

 日程第５  委発第 ２号 診療報酬及び介護報酬の抜本的引上げ等による 

              労働者の処遇改善と医療機関や介護施設の経営 

              改善を求める意見書（案）について 

 日程第６  閉会中の所掌事務調査 

 日程第７  閉会中の所管事務調査 

                                    

本日の会議に付した案件 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  一般質問〔４人 ８件〕 

        ◎一般質問通告順 

         ６．  ２番 赤間繁幸  議員 

         ７．  ７番 鈴木恵子  議員 

         ８．  ５番 赤間則幸  議員 

         ９．  ６番 佐々木和夫 議員 

 日程第３  議案第４９号 令和７年度大郷町一般会計補正予算（第５号） 

 日程第４  請願第 ２号 診療報酬及び介護報酬の抜本的引上げ等による 

              労働者の処遇改善と医療機関や介護施設の経営 

              改善を求める意見書提出についての請願 

 日程第５  委発第 ２号 診療報酬及び介護報酬の抜本的引上げ等による 

              労働者の処遇改善と医療機関や介護施設の経営 

              改善を求める意見書（案）について 

 日程第６  閉会中の所掌事務調査 

 日程第７  閉会中の所管事務調査 

                                    

午 前  １０時００分  開 議 

議長（石垣正博君） 皆さん、おはようございます。 
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    ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。 

    本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                                    

日程第１ 会議録署名議員の指名 

議長（石垣正博君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署

名議員は会議規則第110条の規定により、11番高橋重信議員及び１番鈴

木安則議員を指名いたします。 

                                    

日程第２ 一般質問 

議長（石垣正博君） 日程第２、一般質問を行います。 

    質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

    ２番赤間繁幸議員。 

２番（赤間繁幸君） 皆さん、おはようございます。 

    通告順位６番、赤間繁幸。通告に従いまして一般質問を行います。 

    まず初めに大綱１、まちづくりはひとづくりについて。 

    この言葉はこの２年間、町長と御一緒させていただいたときに何度も

口にしていただいて、聞いた言葉でございます。その中で、人、物、お

金という経営資源を最大限に活用し、町民の幸福と町の発展を図ること

が自治体経営を考えております。中でも、要となるのが人、つまり職員

であると思っております。職員一人一人がやる気と熱意を持って成長し

ていただければ、組織もよくなりよい政策が生まれ町の発展につながっ

ていくと私は考えております。 

    そこで、町長は職員の方々へどのようなことを期待するのか所見をお

伺いいたします。 

    大綱２、ＳＳＰ構想について。 

    今回の町長選挙におきましてＳＳＰ構想の賛否が争点になっていたよ

うに思っております。ただ、中身といいますかその計画がはっきりして

いないものの賛否を町長選で問うことに対して、私は違和感を感じてお

りました。ＳＳＰ構想、ゼロになってしまったわけでございますが、こ

れからどのような形で町民の皆さんに納得してもらえるような形にして

いくべきかというのを、そのお考えについてお伺いいたします。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 皆さん、おはようございます。 

    赤間繁幸議員の大綱１つ目、まちづくりはひとづくりについての御質
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問に答弁をいたします。 

    職員にどのようなことを期待するのかにつきましては、私が町長に就

任した際、職員が自ら考え自ら提案し自ら行動することを職員の皆さん

にお話をいたしました。それぞれの職員に自分の意見やアイデアを出し

ていただき、町政に反映していくことで、職員の主体性や創造性が育ま

れ、職員のモチベーション向上や風通しのよい職場環境が構築できるも

のと考えております。 

    次に、大綱２つ目について、ＳＳＰ構想についての御質問に答弁をい

たします。 

    赤間議員御指摘のとおり、中身が固まっていない本構想の是非を問う

ことは町民の皆様にとっても事業の推進にとっても健全な形ではないと

考えております。しかし、このことは町民の皆様が町の将来について強

い関心を持っていることの現れでもあります。私の考えるＳＳＰ構想は、

決してゼロか百かの二元論で語られるべきものではなく、この構想を徹

底的に見直し、町民の皆様に納得していただける形にしていくことが私

の使命であると考えております。ＳＳＰ構想が町の将来にとって真にプ

ラスとなる事業化をしっかりと見極め、慎重に検討を重ねてまいります。 

議長（石垣正博君） 赤間繁幸議員。 

２番（赤間繁幸君） では、再質問をさせていただきます。 

    町長の今の御答弁の中で、職員が自ら考えそして提案し、自ら行動し

ていくことを職員に期待するということでございました。そういった職

員になっていただくためには、どのようなことをしていくべきだとお考

えになるでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） そのためには、与えられた仕事をやればそれはそれで職

員としては合格点はいただけるんだと思いますが、町における様々な町

民の皆さんの望む、あるいはこうしてほしいということで町にいろいろ

な提言要望があります。そういったことに応える中で、さらにその事業、

応える事業を行うに当たっていかに効率的にやっていくかということが

大事になってくると思います。新しい事業をする、あるいはそれなりの

事業経費等がかさむような事業であれば、国県等の補助事業等いろいろ

地方創生に絡む、あるいは過疎から脱却するための過疎債とかそういっ

たものをいかに活用していくかということが大事になるんだと思います。

こうやりたい、町民の皆さんに応えるためにこうしたいということであ

っても、事業費についていかに町の負担が少ない形で効率的にいくかと
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いうこと、そのためのそういう制度政策も職員の皆さんにこれまで以上

に勉強していただく。そういったことを含んで提案をしていただきたい

というお話を申し上げたところでもございますので、その辺に期待をし

てまいりたいと思います。 

議長（石垣正博君） 赤間繁幸議員。 

２番（赤間繁幸君） 今、期待をするということでございました。職員の方々

も本当に優秀な方々、この２年間、本当にそう思っております。ただ、

もちろん自分で考えて提案して事業を行っていくと思うんですけれども、

そのときにチャレンジしていくわけだと思います。そのチャレンジした

ときに、失敗をするかもしれない。してしまったとき、そういったとき

にどのようにしていくかということを町長のお考えをお伺いしたいです。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） チャレンジ、失敗も可能性あるということでありますけ

れども、行政としてなかなか失敗というのは町民の方々に理解得られる

内容にはならないんです。失敗のないような形であるから、先ほどお話

したとおり、国の制度等、あるいは他の自治体の先進事例も含めながら

職員の皆さんにはそういった勉強、ある意味、そういったことをしてい

ただかなければならないと考えておりますので、そのことが町民の皆さ

んの利益につながることだと思います。なかなか失敗を恐れずという言

葉もよく使われるんですが、行政としてはなかなかその辺、安易に突き

進むということはなかなか難しいので、それは庁舎内のみならず関係機

関とも調整、あるいは連携を取りながらやっていくべきかなと考えてお

ります。 

議長（石垣正博君） 赤間繁幸議員。 

２番（赤間繁幸君） 確かに失敗という言葉はいい言葉ではないのかなと思っ

ております。ただ、チャレンジすることは失敗を恐れずやっていただく

ということだと思います。職員の皆さんが考えて、そしてしっかりと計

画を練っていくこと、それが非常に大事だと思っております。その計画

に関しては、失敗を恐れるとかではないんですが、失敗しないために本

当にいろいろ勉強していただいて、こうなったらどうしようああなった

らどうしようということを多岐にわたって考えていただくということが

大事だと思っておりますので、その辺を考えていただけるような職員の

皆さんになっていただくために、町長としてはぜひ責任は取るからやっ

てみろとそういった考えでいていただきたいなと思っておりますが、そ

の辺についてはどのようにお考えになりますか。 
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議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 当然、その辺については責任を持って私の責任でやって

いくということであります。失敗というか失敗を恐れずということもあ

るんですが、失敗が大きな失敗になるかあるいはつまずき程度になるか

だと思います。その辺を先ほど言ったとおりもうちょっと先進事例等、

あるいは今いろいろな情報入ってきております。そういった中で職員の

皆さんにはこれまで以上に県とか、あるいは他の自治体、さらには企業

さんからも今回お話しいただいている部分もありますので、職員の皆さ

んに研修の場を今まで以上に設けようと考えております。職員の皆さん

が望むのであれば、今言った県、国だけではなくあるいは他の自治体で

もいいし民間の企業さんでもそういったところで受入れがあればそうい

ったところでも期間限定になると思うんですが、そういったところに職

員の方が望むのであれば積極的に派遣をしてまいりたい。そこで職員の

皆さんが研修を積んで能力発揮できるような、そして皆さんにそのこと

がお返しできるような体制に持っていきたいと考えております。 

議長（石垣正博君） 赤間繁幸議員。 

２番（赤間繁幸君） この２年間で町長と議員として一緒にさせていただいた

中で、本当にいろいろなことを御存知でいらっしゃっております。町長

としてしっかりとそのいろいろな知識ありますので、職員の方々をフォ

ローしていっていただければいいのかなと思っております。そして、研

修というお話が出てきたんですけれども、研修に行って知識や応対の仕

方ですとかそういった技術面という言い方はあれなんですが、そういっ

たものを学んでいくこともとても大事だと思っております。その中で、

一つ私が勉強不足なところもあるんですけれども、大郷町の中で職員の

方々の心構えといいますかそういったものというのは、大郷町独自のも

のではあるんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 心構え、大郷町独自の心構えというとなかなか難しい質

問かなと思うんですが、いずれにしてうちの町の状況、最近町外から入

ってこられる、応募してこられる職員の方が結構おられます。あるいは、

町内の方においてもそうなんですが、まずもって大郷町のことを知って

いただくということが私大事だと思います。心構えというよりは。職員

の自覚はそれぞれ公務員としての自覚を持って恐らく対応しているとい

うことなんですが、何をするにしても大郷町の内容を知らないと私はで

きないのかなと。例えば、大郷町にどのような企業さんがあってどのよ
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うな川があってどのような景色があって、例えば公園も町指定の公園が

あるんですが、公園の名前も聞いたことがない、公園がどこにあるかも

分からない、そういうことではいけないと思います。大郷町の魅力をま

ず知っていただくということが、そしてあとは大郷町の皆さんの人間の

温かさというか思いやり支え合い、そういった環境にあることを肌で感

じていただいて、それを自慢というか力にしてまちづくりに生かしたよ

うな提言をしていければ、町民の皆さんに望むようなサービスがつなが

っていくということになると思いますので、そういったことを最初にや

っていければと思っております。そういった体制も作ってまいりたいと

思います。 

議長（石垣正博君） 赤間繁幸議員。 

２番（赤間繁幸君） 町のことをよく知っていなければ、大郷町の魅力が分か

らないようであれば、なかなか町のために仕事をしていくということは、

なかなか難しいんだろうなというお考えはそのとおりだと思っておりま

す。お伺いしたかったことの中に、心構えといいますか使命感といいま

すか理念といいますか、そういったものは職員の方々で共通なものを持

っていらっしゃるのか。それを共有しているのかどうかということが大

事だと思っております。その辺について、哲学というかフィロソフィー

と監査の講評の際に職員の方々に言わせていただいたんですが、都城の

市長さんが就任当初、職員の方々にどうやってそのまちをやる気を持っ

てまちのために働いてもらえるかということをずっと、２年間ぐらい悩

んだそうです。その中で、言ってもなかなか響かない。確かにそうだな

と思うんです。その信念といいますかそういったものからというのが大

事なんだろう。もちろん、皆さん持っていらっしゃると思うんですけれ

ども、ただ、それは人それぞれ違っているのかなと思います。そこで町

独自でみんなが共有してもらえるような哲学というか、都城では都城フ

ィロソフィというのがございます。それは元は京セラフィロソフィーか

らなるものなんですけれども、そういった大郷町フィロソフィーという

ものがあることによって、新人の職員さんからベテランの職員さんまで

同じ考えを共有、持てるようなものが私は今必要なのかなと思っており

ます。その辺について、できれば形あるものではないんですけれどもそ

ういったものを作っていくことが大事かなと思っておりますので、その

辺、ぜひ作っていただきたいなと思うんですけれども、いかがでしょう

か。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 
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町長（石川良彦君） 難しいですね。先ほどお話ししたとおり、町を見ること

をまず最初で、あとは町から出ていろいろな視野を広げていただく、研

修をしていただくということが大事だと思いますし、それは行った本人

だけでは全然意味ないと私思っていますので、研修行って、どこかに誰

か代表で行ったとして、若い人たちが行ったといえば、その報告の場が

ないと駄目だと思います。そういった報告をして、お互い情報を共有し、

そういった内容で進めれば議員の望むような方向性にも可能になるかと

思っておりますので、いずれにしても視野を広げていただくためのこれ

まで以上の研修機会を設けて、進んでいきたいと思いますので、もし具

体的な方法、視察先等含めてあったら後でもいいですから御提案いただ

ければと思います。よろしくお願いします。 

議長（石垣正博君） 赤間繁幸議員。 

２番（赤間繁幸君） 後でゆっくりとお話しさせていただければと思います。 

    そこであともう１つ、職員の方々がしっかり熱意を持ってやっていた

だいて、そしてその結果、成果に対して評価というものが必要になって

くると思うんですけれども、その辺については町長としてどういった評

価をしていくかというか、その辺は基本的には普通の民間の会社であれ

ばボーナスで差をつけたりとかやると思うんですが、なかなかそういっ

たことは実際の中ではできないと思っておりますので、そういった成果

に対しての評価をどのようにしていくかというお考えとか、もしあれば

お伺いします。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 評価をボーナスとか何とかと、そこはなかなか制度的に

難しいと思います。ただ、その職員の方がやりがいあるというかそうい

ったことだ大事だと思います。先ほどお話ししたとおり、どこか研修し

てきた、あるいは自分はこうやりたいというときには、一人で考えるの

ではなく共有しながら、職員間でそれは先輩後輩なく、あるいは課をま

たいでそういった情報を共有しながらやっていく。それが自分の自信に

なって、それが評価、やりがいになってくるだと思います。お金にかえ

られない部分でそういう気持ちがおのおのというか、職員間で広がって

いければおのずと活性化してくるのだと思いますし、そういったことで

町民の皆さんから評価を得られる、そしてそれが自分の誇りになるとい

うことにつながればと思っています。 

議長（石垣正博君） 赤間繁幸議員。 

２番（赤間繁幸君） そのとおりだと思っております。お金にかえられないも
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のが大事なんだろうなと思います。ただ、私なども若いときはそうです

が、成果に対しての評価というのは欲しいなと思っております。そこで

御提案なんですけれども、年間の課ですとか個人の方に年間を通して頑

張った方に対しての、もちろん金銭とかではないんですが、ＭＶＰとか

そういった賞を与えるとかそういったことで称賛とか賛辞を贈っていく

ということが一つのやる気を促進していくことなのかなとも思いますの

で、その辺についてぜひお考えしていただきたいと思うんですが、いか

がでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） そのような内容であれば可能かと思いますので、ぜひそ

の辺、前向きに検討させていただきます。よろしくお願いします。 

議長（石垣正博君） 赤間繁幸議員。 

２番（赤間繁幸君） ありがとうございます。 

    では、大綱２のＳＳＰ構想についてでございます。これは私もゼロ・

百か二元論で語られるべきではないというこのことでずっと私も思って

おりました。ただ、今回事業者さんが残念ながら撤退をするということ

でございましたが、ただ、構想についてはこれからもまだ生き続けると

いうことで、昨日からの御答弁があったなと思っております。その中で、

私たち議員も一緒になって知恵を絞っていかなければならないんだろう

なと思ってございます。そこでお伺いしたいんですけれども、この構想

を、新しい構想をしていくに当たって期限といいますかそういったもの

というのはあるのかどうかお伺いします。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課長。 

復興推進課長（武藤亨介君） お答えさせていただきます。 

    期限につきましては、未来法の基本計画による期限というのは特段な

いと認識してございますが、事業者さんが出します牽引事業計画につき

ましては５年後目標と設定されてございます。以上です。 

議長（石垣正博君） 赤間繁幸議員。 

２番（赤間繁幸君） 新しい事業者さんが来ればさらにまた５年ということで

よろしいんですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課長。 

復興推進課長（武藤亨介君） お答えさせていただきます。 

    事業者さんが申請して同意をいただいた時点から５年という認識でご

ざいまして、事業者さんの計画が延びるからいろいろな税制の優遇とか

いろいろところがあるんですけれども、そういうのは延びていくという
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ことはないと認識しておりますし、基本的に基本計画につきましても明

確な期限はないと認識しておりますが、５年が基本というふうに認識し

てございます。以上です。 

議長（石垣正博君） 赤間繁幸議員。 

２番（赤間繁幸君） ５年、ということで５年ですよね。残りはあとどれぐら

いなんですか。残り。新しい事業者さんが来たらそこから５年というこ

とでいいんですよね。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課長。 

復興推進課長（武藤亨介君） お答えさせていただきます。 

    60ヘクタール全体につきましては、ＳＳＰ構想として位置づけをして

ございまして、事業者さんがその中で今３事業を町として呼び込もうと

いう計画でございました。１社さんがいらっしゃったんですけれどもな

くなってしまいまして、事業計画を認めていただいた事業がそこから５

年ということでございます。なので、新しい残りの２業者さんが町に基

本計画に基づいた事業として承認をいただければ、そこから５年という

ことになります。以上です。 

議長（石垣正博君） 赤間繁幸議員。 

２番（赤間繁幸君） 私の理解が不足している質問になるかなとは思うんです

けれども、ということは、今まで３事業者さんがいらっしゃって、１社

さんが、Ｘさんが撤退する。残りの２つの事業者さんに関してはその感

触といいますかそういったものというのはどのような感じなんですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課長。 

復興推進課長（武藤亨介君） お答えさせていただきます。 

    まず、60ヘクタールの中で今回ＳＳＰ事業と呼ばれているサッカー12面

の事業につきましては、事業の誘致に向けて前の町長さんは動かれてい

たというところでございます。その中で、その事業者さんが進出があれ

ば検討してもいいかなとおっしゃっていました農業関係の企業さんとか、

そういったところがあったのは事実でございます。以上です。 

議長（石垣正博君） 赤間繁幸議員。 

２番（赤間繁幸君） ということは、Ｘさんが進出すれば残りの２つの事業者

さんも進出する可能性があるということなのかなという認識なんですけ

れども、駄目になってから、撤退を決めてからその２つの事業者さんと

は連絡というのは取っているんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課長。 

復興推進課長（武藤亨介君） お答えさせていただきます。 
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    Ｘさんの事業の検討していた中で、令和６年度だと思うんですが、い

ろいろな企業さんとやりとりしていたというのは私もお聞きしておりま

す。直近では連絡は取っておりませんが、明確になかなか先が見えない

という中で、こちらでお待ちいただいているとかというやりとりは、最

近はなかったと認識してございます。 

議長（石垣正博君） 赤間繁幸議員。 

２番（赤間繁幸君） ということは、Ｘさんがその２つの事業者さんと連絡を

取っていた。ただ、町としては直接連絡を取っている関係ではなかった

ということでよろしいですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課長。 

復興推進課長（武藤亨介君） お答えさせていただきます。 

    町が直接やりとりをさせていただいた企業さんもございますし、Ｘさ

んがお知り合いの企業さんがいらっしゃって直接やっていた部分もあっ

たのかなと認識してございます。以上です。 

議長（石垣正博君） 赤間繁幸議員。 

２番（赤間繁幸君） そういうことは１社１社という感じという認識ですよね。

できれば、残った１社の方、ぜひ継続してお話をしていただければなと

思っております。 

    そこでもう一つ、このＳＳＰ事業に関してお伺いしたいことがござい

ました。去年の９月だったと思うんですけれども、その関連予算、調査

設計費が認められました。そこで調査設計をして、３月の議会にはその

概算をお示しして上程させていただくというお話だったと思います。そ

れができなくなった理由についてお伺いします。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課長。 

復興推進課長（武藤亨介君） お答えさせていただきます。 

    前任の担当のものとも確認しておりますが、一番大きな理由としまし

ては地盤解析に時間が要したということは説明を受けておりますし、そ

のとおりだと思ってございます。以上です。 

議長（石垣正博君） 赤間繁幸議員。 

２番（赤間繁幸君） 結局、地盤解析が原因で遅れてしまったということだっ

たんですけれども、私の認識では３月の上程されれば７月には着工でき

る。３月の議会で承認されれば７月には着工できるという認識だったん

です。そうすれば、２次運搬の費用約２億円、それが発生しなかったの

ではないかと思っているんですけれども、その辺についてはどうなんで

しょうか。 
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議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課長。 

復興推進課長（武藤亨介君） お答えさせていただきます。 

    私もその認識でございます。あのタイミングでは打合せの中では３月

の定例会とは別に追加で上程させていただきたいという話も内部ではあ

ったんですが、そのときの町長の御判断で６月に回したと認識してござ

います。以上です。 

議長（石垣正博君） 赤間繁幸議員。 

２番（赤間繁幸君） そのときの判断ということなんですね。私、３月に間に

合っていれば２次運搬の費用も発生しないということは、その事業に対

してはプラスに働くのかなと思っておりました。なので、設計会社さん

がなぜ遅れたんだろうなということに対しては、すごく疑問に感じてい

るとともに、その辺は設計会社がどのように考えていたのかなというの

は思っていたんです。町でもどのように考えていたか。ただ、そのとき

の判断ということですので、それ以上のことはもうないのかなと思って

おります。そこで、ただ、調査設計の発注されて、その結果は出ている

という話だったんですけれども、そこで今現在でやったとすれば事業費

は結局のところは幾らぐらいになったんですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課長。 

復興推進課長（武藤亨介君） お答えさせていただきます。 

    先ほどの質問の中で、地盤解析等が明確な事業費をお出しするのに対

して支障があったというのは、まず事実としてございました。ですが、

概算で事業費はお出しすることはできるという中ですが、そのときの議

会からの御指摘もありましたとおり、事業費がだんだん積上げになって

いっているという状況でございましたので、ここはしっかり腰を据えて

最終事業費としてお示ししたいという思いで議会に説明させていただい

たのが５月26日の調整池も入れて８億円強というところだったと認識し

てございますし、現在もその事業費から変わったものはございません。

以上でございます。 

議長（石垣正博君） 赤間繁幸議員。 

２番（赤間繁幸君） そうなんですね。変わらなかったということですね。そ

こに対して町の負担というのはどうだったのか。調整池の池に関して、

スポーツＸさんのほうで負担するとかそういった話もあったと思うんで

すけれども、それは果たして本当に負担するという話までなっていたの

かどうかをお伺いします。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課長。 
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復興推進課長（武藤亨介君） お答えさせていただきます。 

    明確な詰めはしていなかったのが事実ですが、調整池の負担というか

負担の取決めの中で粗造成に係るものは町、それ以外はＸさんというこ

とで、調整池の規模につきましては、専門的なお話になるんですが、浸

透疎外行為といいましてサッカーグラウンドを幾ら作るかで面積が決ま

ってくるとかという設計上の諸源がございまして、そのサッカー場幾ら

というのはあくまでもＸさんの課題ですので、そこで事業費が増えるも

のにつきましてはしっかりＸさんのほうで負担していただきたいという

旨は、当初からずっと一貫してＸさんのほうには伝えてございました。

以上です。 

議長（石垣正博君） 赤間繁幸議員。 

２番（赤間繁幸君） 今回、今の話聞いても分かりましたけれども、事業費が

膨らんでいってしまった、当初の計画よりもということですよね。それ

によってＸさんのほうもなかなか採算性を取るのが難しいのかなという

判断だったのかなと、今の話を聞いて思いました。今後、この60ヘクタ

ールについては町にとっていいものにしていくためにも職員の皆様、そ

して私たち議員もしっかりやっていかなければならないと思っておりま

す。なので、ぜひこれからもどうぞよろしくお願いいたします。 

    以上で一般質問を終わります。 

議長（石垣正博君） これで、赤間繁幸議員の一般質問を終わります。 

    次に、７番鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） 通告順位７番、鈴木恵子、一般質問始めさせていただき

ます。 

    大綱１、子供たちの未来に支援を。町は18歳未満の医療費助成、給食

費無償化、そして本年度から３歳児未満の保育料無償化、乳児に限られ

た期間のみ使用するベビーバス等のベビー用品レンタル事業などが実施

されております。その子供たちが町に魅力を感じ、将来的に１人でも多

くこの町で生活していくことを願っております。 

    （１）高校生、大学生の住民バス利用無償化や通学補助金などを支援

すべきではないか。所見を伺います。 

    （２）町内出身の先輩方の話を聞く機会を設けては。所見を伺います。 

    （３）町内の学生に町でインターンシップの手助けをしてはどうか。

所見を伺います。 

    大綱２、在宅介護家庭の支援について。先ほどの町長選での公約で、

在宅介護手当支給制度の創設とありましたが、所見を伺います。 
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議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 鈴木恵子議員の大綱１つ目、子供たちの未来に支援をの

御質問に答弁をいたします。 

    （１）の学生の通学支援につきましては、現在、住民バスは町内だけ

ではなく近隣市町の高校やＪＲ駅にも接続運行しております。また、通

学定期を低額で提供しており、町内学生の通学支援を行っているところ

であります。本町の財政的な問題や、他の利用者との公平性の観点から、

利用料金に対して支援するのではなく、町全体の公共交通の再編を行い、

学生も含めた利用者の利便性を高め、より満足していただけるサービス

を提供することで支援できるよう努めてまいります。 

    （２）の町内出身の先輩方との話を聞く機会を設けてはにつきまして

は、令和５年度に中学３年生を対象としての講話を聞く事業を開催いた

しました。生徒は講話に熱心に耳を傾け、とてもよい刺激になったもの

と考えております。今後、町内出身者やゆかりのある方、スポーツ選手

など子供たちの刺激になるような事業の実施を検討してまいります。 

    （３）の町内の学生へのインターンシップの手助けにつきましては、

町内の企業を訪問する機会などを利用し、まずは企業の考えを聞取りニ

ーズの有無を把握した上で、必要性を検討してまいります。 

    次に大綱２つ目、在宅介護家庭の支援についての御質問に答弁をさせ

ていただきます。本町の65歳以上の高齢者数は約3,000人、高齢化率は

40％を超えています。そのうち、要介護認定者数は約600人、約20％の

方が要介護認定を受けております。要介護度に応じた計画を立て、自己

負担額を抑えながら介護保険サービスを利用されている方がいる一方、

金銭的な問題等により介護保険サービスを受けていない方もおられます。

そこで、介護保険サービスを利用せずに在宅で介護を受けている方を支

援するため、在宅介護手当支給制度の創設を考えております。詳細につ

きましては、今後現状を把握し、必要なサービス料の算出、既に実施し

ている他自治体の事例などを参考に、実施に向けた調査検討を行ってま

いりたいと考えております。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） では、（１）についてです。安い町民バスとかを利用して

学校に通ってくださいということなんですが、町内かなり広くて、バス

停まで駅まで直接学校までと送迎方法はその家庭によってまちまちです

が、家庭内の負担は大変なものと考えます。その点について、町の見解

を伺います。 
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議長（石垣正博君） 答弁願います。まちづくり政策課長。 

まちづくり政策課長（高橋 優君） お答えいたします。 

    今学生の保護者さんであったり家庭の負担というところで、大きなも

のになっているだろうというところで議員からお話をいただきました。

確かにどうしても通学といったときにある程度の費用負担、いろいろな

形での費用負担というところは出てくるかなと思ってございます。そう

いった中で、住民バスということも活用、それから今後公共交通の再編

ということで取り組んでいければというところで、御家庭の負担であっ

たりとかという部分についても対応できればと考えているところでござ

います。以上です。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） 家庭の負担は避けられないことなんでしょうが、高校に

通うということは町内には高等学校、昔はあったんですけれども、今あ

りません。しかし、大郷町というこの立地で仙台、古川、多賀城、多方

面に通学可能なのが大郷町であります。保護者の負担軽減と若者の地域

定着につなげていくべきだと思うので、ぜひとも私はこの通学補助のこ

とを検討していただきたいんですが、もう一度、町長、お伺いします。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 通学補助やっている自治体も最近出てきております。隣

の町ところが県外の通学についての補助をやっている自治体もあります。

その辺について、あればいいというのは私も理解はしておりますけれど

も、まずもって今担当からお話ししたとおり、今年になって１回ですけ

れども、この間、先月に地域公共交通会議というのを第１回目の会議を

開かせていただきました。その中で、今議員御指摘のバス停から遠いと

か、いろいろな問題もあります。住民バスもしかり、通学バス、スクー

ルバスもそうなんですが、その辺について改めていかにして利便性向上

していくかということで、デマンド方式、ワゴン車も活用しながらスク

ールバスについても、例えば安戸など入口から奥までかなりの距離があ

りますので、あそこの停留所までかなり奥のほうから入ってきて、朝、

四、五台の自家用車とまっているようであります。ということは、その

ぐらいの人があそこまで送ってくるんだと思います。そういったことを、

ワゴン車であればもう少し奥まで入っていけますので、そういったサー

ビスも考えながら、どのような方法がいいかということを今検討してい

る中であります。その中で、議員が今お話しされている通学費の補助と

いうことになると、無償化、どこまでの距離を無償化したらいいか、そ
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の辺の財源も限られている財源でありますので、その辺も併せながら双

方検討してまいりたいと思いますので、まるっきり考えないということ

ではありませんので、その辺も視野に入れた中で検討させていただきた

いと思います。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） 隣町、大和町では平成28年から大和町高等学校等通学応

援事業を実施しており、自宅からの通学のため公共交通機関等、スクー

ルバスも含むんです、の定期券の購入費用が１か月当たり１万円を超え

た額の分の半額を補助するという制度があります。そして、昨年辺りか

らかしら、宮城交通と仙台市バスが一緒になって仙台市着、もしくは仙

台市からこちら着ということなんですけれども、スクールバス仙台バス

フリープラスというのがありまして、例えば吉岡から仙台の学校に通う

のに月額１か月8,000円で買えるというこういう、これは宮交さんと市

営バスがやっていることなんですけれども、大郷町は残念なことにこう

いう恩恵に当てはまらないかわいそうな大郷の子供たちだと私は思って

おります。ぜひとも、進学先の選択の一つに通学費用も関わってくると

思いますので、これは支援すべきだと思っているんですけれども、それ

は要望で終わって、次に。 

    そして、もう１つです。遠方の進学先で寮生活などしている方もいら

っしゃいますよね。もしそういう支援をしてくれるならば、そういう方

にも支援をしていただけるようにお願いしたいと思います。 

    では、（２）にいきます。令和５年度に中学３年生向けに講話を聞く事

業を開催したということなんですけれども、その後は一度もそういうこ

とは行っていないという認識でよろしいんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。学校教育課長。 

学校教育課長（角田倫明君） お答えいたします。 

    令和５年度に３年生を対象に事業を実施しましたが、その後は学校で

の予定がございませんでした。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） 私は本当にこれ、前ここでですか、決算委員会のとき聞

いたとき、とてもいい取組だな、ぜひ続けてやってほしいなと思ってい

た一人なんですけれども、というのは地元の先輩たちによる講話、あと

キャリアトークや座談会などを通じて町の子供たちが進路や将来像を描

く機会が持てるような仕組みが必要ではないかと私は考えております。

町として、こういう機会の創出を検討されてはどうか伺います。 
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議長（石垣正博君） 答弁願います。学校教育課長。 

学校教育課長（角田倫明君） お答えいたします。 

    総合的な学習において、地域であるとか文化であるとかといったとこ

ろから学習しておりまして、そこに触れるについても身近な先輩であっ

たりといったところは大事なところであると思っているところでござい

ます。いろいろと就業、進学についてのアドバイスであったりといった

ところもございますので、今後、検討していきたいと思っております。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） よく学校教育では学力向上とか体力向上というキーワー

ドをよく耳にするんですけれども、夢や志を抱く児童生徒の育成も大切

だと私は思っております。そういう教育についての町の見解をもう一度

お伺いします。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。学校教育課長。 

学校教育課長（角田倫明君） お答えいたします。 

    小学校においてはあらゆるスポーツ、例えば楽天、ベガルタ仙台、89Ｅ

ＲＳ、トヨタ自動車東日本などのスポーツ、多岐にわたるところの体験

とかなども行っておりますし、社会教育課につきましては、アウトリー

チ事業といいまして音楽、芸術に触れる部分もございます。青少年劇場

なども実施しておりますので、あらゆるところを検討しまして今後検討

していきたいと思っております。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） 例えば、そのように講話に来てくれたりキャリアトーク

をしてくれた方を聞いた人が、例えば大人になったとき、大人になって

私もあの場で私の話を話せる人間になりたい。そういった人材を作って

いくべきではないでしょうか。伺います。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。学校教育課長。 

学校教育課長（角田倫明君） お答えいたします。 

    令和５年度に東北大学の准教授の先生、町内中学校の卒業生の話を聞

いたところ、生徒たちは熱心に聞いていたと聞いておりますので、それ

が生徒たちにもつながっていくのかなと思っておりますので、そういっ

た機会、多く設けていきたいと思います。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） では、（３）番に行きます。町でのインターンシップの手

助けについてお伺いします。大郷町役場ではインターンシップの受入れ

はしておりますか。 
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議長（石垣正博君） 答弁願います。総務課長。 

総務課長（熊谷有司君） 現在のところ、してございません。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） 私としては町と学生を結ぶインターンシップは町の将来

を見据えた地域づくりの一歩だと思っております。ぜひやっていただき

たいんですけれども、町の見解を伺います。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。総務課長。 

総務課長（熊谷有司君） 以前、中学生の職場体験ということは実際実施は下

ところでございますが、インターンシップはまだしてございませんので、

それについても今後しっかりと検討させていただきます。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） 大郷町は近隣に工業団地や流通団地など、雇用の場には

恵まれている地域だと思っております。町独自にそういった企業様へイ

ンターンシップの受入れをお願いすることはできないのでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答え申し上げます。 

    町長からの答弁でもございましたけれども、企業様のニーズというも

のがあるかないかというところの把握をするところからと思っておりま

す。したがいまして企業訪問、町で行っておりますので、そのときに企

業様のインターンシップの実施の状況であるとか、どのように考えてい

らっしゃるのかというところの聞取りというのを訪問時にさせていただ

いて、ニーズというものがあるのかどうかというのを把握するところか

ら行ってまいりたいと思います。以上です。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） 例えば、他県へ進学した方が地域に関心を持ち続けるこ

とで将来的にこの町に戻る、住み続ける選択肢が育つのではないかと私

は思っております。その件について、町の見解を伺います。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答え申し上げます。 

    確かに大郷町出身の方で学校を卒業して他県に就職などで出られると

いう方も多くいらっしゃるとは思います。そういった方々が就職とか進

学とかで出られる方々がＵターンをしていただいて、町内の企業に就職

していただくというのは町の人口を増やす、町を活性化させるというと

ころで大きな選択肢の一つかなと思っておりますが、それとインターン

シップというのはつながっている部分はあるものの、それが直接に将来
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的なＵターンなどに結びつくかどうかというところの関連性というもの

は、企業様の取組というところを伺ってみないと分からない部分がござ

いますので、そこに対して町の支援というものを入れるかどうかという

ところでは、先ほども答弁させていただいたところで重なって恐縮なん

ですけれども、企業様のニーズというところを把握するところから行っ

ていくことになるのかなと思います。以上です。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） 移住定住とかもよく人口が減っているねなどという話が

出てくるんですけれども、移住定住も大切な施策だとは思うんですけれ

ども、大郷町に生まれ大郷町にて育った若者が大郷町で生活していく知

恵、力を与えるべき、私はそう考えております。町の見解を伺います。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） その考えも理解はできます。先ほどから言っているとお

り、インターンシップについてということになると、なかなか企業さん

の理解も得られなければならない。定住ということで先ほど議員からも

お話しあったんですが、その中で小学生中学生の子供たちが学校の行事

の中で企業訪問ということで、そういったことで大郷町にこういった企

業がある、こういう仕事がある、あるいは役場にも見学に来ていただい

ております。この議場にも見学に来ていただいておりますし、議会の傍

聴もあります。そういったことで、身近にこういった社会の仕組み、あ

るいはこういう企業さんがあるということで小中学生の皆さんがこうい

う仕事を私もやりたいなということを感じていただければ、議員の指摘

の目的が達せられるかなとも思っておりますので、インターンシップに

ついては企業さんとのニーズで、これから企業訪問に今定例会終われば

来月から足運ぶ予定にしておりますので、そういった際にでも話を申し

上げて、もしできることがあればということで検討させていただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） 先ほど繁幸議員の質問でありましたが、まちづくりはひ

とづくりというキーワードがありました。研修の場も広げるということ

でした。町でインターンシップをしていただき、若い中高生を受入れし

て、若い人に仕事を教える器量、そういうのを養っていただいて、若い

人からは大郷町こうあってほしいよねとか、希望を吸い上げてもらうよ

うな取組はしていただけないでしょうか。町の見解を伺います。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 
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町長（石川良彦君） それら含めて、前向きに検討していきます。先ほど答弁

の内容と恐らくかぶる部分ありますので、子供たちがこの町に生まれ育

って誇りを持てる、あるいはこの町に愛着を持っていただけるようなそ

ういったまちづくりを目指してまいりますので、議員の望むというか御

指摘御提案の内容もその辺に入ってくる部分もありますので、総合的に

そういった子供さんのことを考え、町の将来の活性化にもつながるとい

うことで進めていきたいと思います。よろしくお願いします。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） それでは、大綱２の在宅介護家庭の支援について再質問

いたします。 

    介護保険サービスを利用せずに在宅で介護を受けている方を支援する

ため、在宅介護手当支給制度の創設を考えているというお話なんですけ

れども、具体的にこれはお金なんでしょうか。どういった支援なんでし

ょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） お金ですかと言われれば、まずもって考えているのはお

金なんです。例えば、年金暮らしで国民年金だけ、農業者年金含んであ

りますけれども、そういった方で実際要介護３、４は認定になって高齢

夫婦でいる場合、例えば旦那さんが要介護３、４であって奥さんが80後

半、90歳で面倒を見ておられる、在宅でやっておられる方もおります。

国民年金からも介護保険料も差し引かれております。でも、介護サービ

スは利用しておりません。そういった方に対しておむつ券月3,000円だ

けではちょっと無理というか申し訳ないなと思っております。このこと

については議長時代にも国会等、あるいは国会議員に要請要望の機会が

あったので、そういった際にも国でもう少し支援策を図っていただきた

いということで要望を何回か申し上げてきたところでありますが、なか

なか制度の中で実現できてきていないということでありますので、本町

においてもそういった方が何人かおられますので、そういった方々に対

して幾らかでも手助けになればということを考えておりますが、国の介

護保険制度の中にあって過分なというか、例えば月10万円とか20万円と

かという手当は支給できないということになっております。やれば、そ

の分、逆に税金として持っていかれる。そういったいろいろな法制度の

税法も含んで問題がありますので、その中で可能な分について幾らかで

も手助けになればということで考えております。先ほど言ったとおり、

現金というか金額で考えております。金額についてはいろいろな制度の
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中で、あるいは国県の指導も受けていかなければならない部分もありま

すので、その辺の中でこれから検討させていただきたいと思います。 

議長（石垣正博君） ここで10分間休憩といたします。 

午 前 １１時０２分  休 憩 

午 前 １１時１２分  開 議 

議長（石垣正博君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

    鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） 介護家庭ということなんですけれども、これは一人暮ら

しの方も介護認定を受けていたら当てはまるという認識でよろしいんで

すか。もしやるとすれば伺います。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） その辺は当然含めて検討させていただきます。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） 例えば、若くして体調を崩されて寝たきりになった方を

若い世代の奥さんが介護しているという高齢者のみならず全て体調崩さ

れたりそういう方に対しての支援ということでよろしいんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 年代関係ないですね、そこは。例えば、若い人でも今お

話しのとおり、介護認定というか体不自由になって介護認定され、その

ために例えば旦那さんがそういった状況になって、奥さんが職場辞めざ

るを得ないという家庭もあることも事実でありますので、その辺も実態

を見ながらその辺をまず調査させていただいて、どれだけの対象とされ

る方々がおられるか、あるいは介護保険制度のいろいろありますので、

先ほどお話ししたとおりその制度の中でどこまで可能なのかも含めて検

討させていただきたいと思います。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） それでは、一つの提案なんですけれども、聞いてくださ

い。選挙公約の１つに移動販売車による買物支援と高齢者見回りという

ものがありました。それとひもづけて、移動販売車で利用できる金券で

そういった家族を支援するとか、そういう考えはいかがでしょうか。伺

います。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員、通告外になりますので別な方向でお伺い

願います。鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） 私も町長も家族の在宅介護経験者としてこの件は本当に

ありがたい支援が出てきたなと私も思っております。それでも平等不平
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等というんですか、そういうものが多少は出てくると思うんですけれど

も、そういったものをきちんと精査していただいて、この事業を進めて

いただきたいと思います。それで、先ほど国民健康保険の方と言ってい

ましたけれども、社会保険を頂いている方などは除外になる可能性はあ

るんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） その辺についても、現状をまずは把握しています。社会

保険となると恐らくそれなりの所得になってしまうと思います。今の介

護保険制度のある中から逸脱する分が結構多くなる可能性が非常に多い

と思いますので、もしかするとそこは該当するのにはなかなか厳しい状

況があるかと思います。町の財政が豊かであればそこは幾らかでも支援

したい気持ちはありますが、そこはなかなか難しい部分あるかなと思い

ます。いずれにしても、先ほど言ったとおり、実態を調査し、あるいは

他の自治体の例を参考にしながら検討してまいります。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） 質問が逆になってしまったんですけれども、２年前の９

月議会で私は家族介護用品支給について質問しました。内容としては、

物価高騰に伴う支給額の増額の検討をお願いしたと思います。そのとき

は検討しますという回答だったんですけれども、そこからいきなりこの

石川町長が掲げている支給制度、ハードルは高くないんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 前の部分は前の部分でなかなか実現不可能な部分だった

と思います。今回についてのハードルということだから、町の財政も考

えながらできれば５万円でも10万円でもという考えも持っているんです

が、例えば介護サービス受けている方、特に施設入所入居されている方、

例えば月十二、三万円の個人負担、利用者さん負担で公的資金というか

公的な支援については40万円50万円出しているのが現状であります。そ

うしたことを考えると、先ほど言ったとおり、本来国でその制度の中で

考えていただければと思いますが、うちの状況を考えそういった方々に

少しでも手助けできればということでやる今回の内容で検討させていた

だくということでお話ししている。前お話しした部分に、２年前のお話

を今言われましたが、そこについては実現不可能ということで結論だ出

されたと思っておりますので、今回そうではなく新しい形の制度の中で

やってまいりたいという覚悟の検討をさせていただきます。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 



―１８２― 

７番（鈴木恵子君） それで、さっきこれは駄目だと言われたんですけれども、

在宅家族の主に食の部分を支える支援を考えてほしいと私は思っており

ます。というのは、せっかくこれは駄目だと言われるかもしれないけれ

ども、移動販売車で見回りもしてもらうというそういうことも石川町長

お考えのようなんですけれども、そことひもづけすればすごくいい見回

りもしてもらえるし、支援もしてもらえるしということで私はすごくい

い支援の事業だと思うんですけれども、そういった意味でそことのひも

づけについては考えていただけないでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 在宅介護支援ということになると、どちらも一緒だと思

います。食の部分だけでやるのかではなく、手当として金銭的に幾らか

でも支援をするということになれば、その中の範囲で食の部分も併せた

内容で幾ら経費かかって幾ら生活費の最低がかかるかとか、そういった

ことも含めて調査検討させていただいて、答えを出すべきものだと思い

ますので、こちらもこちらもという形では考えておりません。 

議長（石垣正博君） 鈴木恵子議員。 

７番（鈴木恵子君） これで私の一般質問を終わります。 

議長（石垣正博君） これで、鈴木恵子議員の一般質問を終わります。 

    ここで、先ほどの赤間繁幸議員さんに対しての復興推進課長から質問

に対する補足があります。よろしくお願いします。復興推進課長。 

復興推進課長（武藤亨介君） 先ほど御回答させていただいた部分で、事実と

相違になる部分の説明があったかもしれないので、念のため補足させて

いただければと思います。 

    先ほど、議員の御質問の中で４月30日に議会に説明させていただいた

ものが、当初のお話どおり、３月中に御説明させていただいていれば２

次運搬の必要性がなかったのではないかという御質問につきましては、

先ほど突然質問いただいたので事実と違う部分があったのかもしれませ

んが、令和６年度にＳＳＰに関する予算は２度否決をいただいておりま

して、その時点で次の年の刈取り後、そこまでの着手ができないという

ことは分かっておりましたので、２次運搬の可能性は去年度には必要性

は感じていたというところでございます。ただ、国交省さんとも粘り強

く交渉していた中で、幾らかでも現地に土を直接運んでいただくような

交渉はさせていただいていたんですが、現地でボーリング試験の結果、

15万立方メートル強の土が必要ということが明確になった時点で、短期

間で一気に土を入れるというのは地域の交通とかに対する環境配慮の問
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題で厳しいという判断から、最終的には５月の説明で明確な金額等をお

示しさせていただいたという内容となってございます。以上でございま

す。 

議長（石垣正博君） それでは、質問に移ります。 

    次に、５番赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） 通告順位８番、赤間則幸。今から一般質問をさせていた

だきます。 

    現時点では町の目指す交流人口増加、移住定住の取組の政策がなかな

か進まない状態にあります。このままでは町が衰退していくのを見てい

るだけであります。ＳＳＰ事業を進めることは、町の課題を解決する手

段として有効と私は考えておりました。しかし、議会での反対数が多い

ため、前に進めない状況でありました。そのような中、９月23日河北新

報の報道によりＸ社の撤退という記事が載り、かなり動揺しました。こ

の状況を打破するためにも、かわまちづくり事業を進めながら既存の施

設の有効活用も考えていかなければならないと思っております。 

    大綱１、既存の施設の有効活用について。 

    １番、物産館２階を有効活用していくための実態調査をしているのか

伺います。 

    ２番、その後の物産館駐車場整備はどのように進んでいくのか伺いま

す。 

    ３番、開発センターの利用実態と取組、図書館の充実度と成果につい

て伺います。 

    次に移ります。次の質問はＸ社撤退前に作成した分になりますので、

御了承願いたいと思います。 

    このたび、任期満了に伴う町長選挙が行われました。新町長が誕生し

ましたが、これまで町が進めてきたＳＳＰ事業をどのように見直してい

くのか。もし中止となった場合、地権者への対応をどのように考えてい

くのか大変心配しているところでございます。 

    大綱２、ＳＳＰ事業について。 

    １、今後ＳＳＰ事業をどのように進めていくのか伺います。 

    ２、粕川地区の55ヘクタールの地権者の方々との土地利用計画をどの

ようにしていくのか伺います。 

    ３、現在、企業版ふるさと納税で２億円の寄附金が町へ寄附されてお

りますが、ＳＳＰ事業が中止となった場合、寄附金はどのような扱いに

なるのか伺います。 
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議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 赤間則幸議員の大綱１つ目、既存の施設の有効活用につ

いての御質問に答弁をいたします。 

    （１）の物産館２階を有効活用していくための実態調査につきまして

は、これまでのところ実施はしておりません。現在、物産館の２階はキ

ッズスペースのほか、会議スペースとして活用しておりますが、道の駅

大郷への一層の誘客促進のためには２階の有効活用は必要であると考え

ております。そのため、まずは子供たちが楽しめる場とするために、お

もちゃを購入する費用を今議会において補正予算として計上し、御可決

を賜わりました。これによって、道の駅全体の来客数や売上げにどのよ

うな効果が生じるか、今後検証を行い２階スペースの有効活用を含めた

物産館全体の活性化につなげてまいりたいと考えております。 

    （２）の物産館駐車場整備につきましては、現在の駐車場では不便で

あるとの声もいただいております。利便性の向上のために駐車場の改良

の必要性は認識しております。一方、物産館のほか開発センターも含め

た周辺施設の在り方も中長期的な課題として併せて考える必要があるこ

とから、そのことを踏まえた上で駐車場改良に関する検討を行ってまい

りたいと考えております。 

    （３）の開発センターと図書館の利用実態と今後の取組のうち、開発

センターにつきましては令和６年度実績として延べ659回、954人の方に

御利用いただきました。町民の方々にはそれぞれの目的に応じて利用し

ていただいておりますが、さらに効果的な施設の活用方法について今後

幅広い観点から検討してまいります。 

    次に図書室につきましては、令和６年度実績として延べ1,644人の方に

御利用いただき、貸出し冊数は5,868冊でありました。利用者数を増や

す取組として、リクエストによる読みたい本の購入や興味を持っていた

だけるような見出し作りに努めてまいります。多くの皆様に御利用いた

だけるよう、引き続き利用促進に取り組んでまいります。 

    次に、大綱２つ目、ＳＳＰ事業についての御質問に答弁をいたします。 

    （１）の今後の進め方につきましては、これまでの質問にもお答えし

たとおり、進出を予定していた企業が撤退を表明したことから、まずは

構想全体の見直しを進めてまいります。ＳＳＰ構想を推進するか否かと

いう二者択一の議論ではなく、町の未来を築くための最善策を関係者の

皆様と議論する機会を設けていきたいと考えております。 

    （２）の土地利用計画をどのようにしていくかにつきましては、地権
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者の皆様が抱える不安や懸念を解消することが最優先課題であると認識

しており、地権者の皆様に御説明の機会を設け、丁寧な対話を通じ今後

の土地利用についてともに考えてまいります。地権者の皆様の御意向を

最大限に尊重し、最善の解決策を模索してまいります。 

    （３）のＳＳＰ事業が中止となった場合の寄附金の取扱につきまして

は、企業版ふるさと納税制度の適用を受けるために地域再生計画の認定

を受けた国の指導をいただきながら、寄附を受けた企業の意向も確認し、

本町のまちづくりに活用させていただけるように協議をしてまいります。 

議長（石垣正博君） 赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） それでは、質問させていただきます。 

    まず１番の物産館２階を有効活用していくために調査をということで

質問いたしました。今度新町長の公約にもございましたが、屋内の子供

の遊び場などという公約ございましたが、それは今私言っている２階を

指した言葉だったんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 選挙時点の公約については、物産館の２階だけとは特定

しておりません。既存の公共施設等を活用して屋内遊技場を作ってまい

りたい。今回については、物産館の２階におもちゃというか低年齢の方

々対象にした遊具を設置し、そこで調査も兼ね実証実験的にどのような

利用者数があるか、どのような利用頻度あるか。そういったことを検討

調査させていただき、その必要性を見極めながら今後別の施設の活用と

いうことも含めて検討すればということでありますので、まだその第一

段階としてとりあえずあそこに設置をさせていただくということになり

ますので、よろしくお願いします。 

議長（石垣正博君） 赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） この間、補正でおもちゃを購入ということで29万円ほど

予算上がりました。それは非常にいいことだと私は感じております。現

在、２年間ここずっと見てきましたが、２階の状況はほとんど変わって

いない状況なんですね。せっかくあるものをとにかく有効的に使ってい

く。また、使うお客様がお子さんであってもそういう方がいらっしゃれ

ば、その方に合わせた使い方をしていかなければ、そうすれば小さいお

子さんでも親御さんが来るものですから、その足で今度は物産館で買物

などをして帰られていくというのが現状スタイルになっていくと思いま

す。ただ、私が物産館を何回か２階いろいろ見て感じていることなんで

すが、階段なんですよね。エレベーターは前まであったが今は使われて



―１８６― 

いない。そのエレベーターもどうして使えないのかなと思っていろいろ

聞いたときに、修理代が1,000万円ぐらいかかるとか2,000万円ぐらいか

かるとか、その金額も何かはっきりしない状況だったと私は思っており

ます。そういう中で、２階を活用するためにエレベーターを動かして小

さいお子さんなどであればなおさらエレベーターを使って２階まで行っ

ていただけるそのためにも、しっかりしたエレベーターを動かすための

見積もりなりきちっと出していただいて、何とかそれを動かすことがで

きないのかなと私は思っておりますが、その辺はどのように考えており

ますか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答え申し上げます。 

    御指摘いただきましたとおり、エレベーターの修繕に関しまして正式

な見積もりというのは頂戴はしていないんですけれども、業者さんに相

談した段階では数千万円が修繕にかかるというお話をいただいていたと

いうことが過去あったということは聞いております。それで、これから

２階を有効に活用していくという中で、階段だけで果たしていいのかと

いうところはもちろんあるんですけれども、エレベーターに数千万円を

かけて修繕するということと、それがかけた費用に見合うだけの効果が

得られるかというところを見極めていかなければならないと考えており

ます。正式な見積もりをいただけるかどうかというところについても、

もう一回業者さんに相談してみたいなと思っていましたので、果たして

見積もりというのをいただけるかどうかというところも含めて、業者さ

んには相談してみた上で、今後エレベーターというものをどのようにし

ていくかというところも考えなければならないんですけれども、そちら

についても、今申し上げましたとおり、費用面というところから考えて

実現可能かものかどうかというところは今後の物産館というところの活

用方針というところと相まって考えなければならないことだと思うので、

そこは慎重に検討していきたいなと考えております。以上です。 

議長（石垣正博君） 赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） 物産館の２階を使うためにはきちっとした使い方をして

いただくために、上り下り、それに絶対エレベーターは必要かなと私は

思っております。ただ、そこの見積もりとか使えなくなった経緯とか、

果たして本当に故障で使えなくなったのか、もしくは結構建物古くなっ

ていますよね。もう30年以上経過しているとは思うんですが、その中で

建築法も多分途中で変わっていると思うんですが、そういう中で多分今
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の設置してあるエレベーターが使えないということもちょっと聞いたこ

とはありますので、果たしてそれで使えないのか本当に動かなくて使え

ないのか。その辺もきちっと調査なり調べていただいて、なるべく使え

るようしていただきたいと思っております。なぜかというと、小さいお

子さんを使うためには２つの階段ありますが、結構危険だと思うんです。

向かって左側のらせん状になっている階段、あれはかなりきついです。

右側の食堂のほうから上っていく階段、あれはそんなにきつくはないん

ですが、右側の階段は何か避難用階段になっているんですか。ちょこち

ょこ行けるんですが、あれを上っていって靴脱ぎ場もきちっとなってい

ないんですよ。右から上っていく方はそのまま土足で中に入っていって、

途中で気づいて靴をお戻しになるという方が結構いるみたいなので、そ

の辺もきちっとしなければならないのかなとは思っております。一番は

安全面ですよね。２階ですから、階段使っていくとちょっとした踊り場

みたいなのがあって、そこも子供たちだったらただ入っていけるような

場所もあるので、そういうところから下に落下とかそうなった場合には、

多分すごい事故になってしまうので、そういうのを防止するためにもそ

の辺はきちっとした方向性を持ってやっていただきたいと思いますが、

どうでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答え申し上げます。 

    ２階を使って遊んでいただいたときに、子供さんが恐らく走り回ると

いうことも考えられます。今現時点で、今回購入をすることを予定して

おります玩具類につきましては、和室に置こうかなということを考えて

おりまして、そちらでは一旦階段から直接つながっているわけではない

ので、一定程度の危険性というものは、直接の危険性というものは弱ま

るのかなとは考えているところですけれども、さりとて２階から直接階

段に対して走って行って落下するという危険性も考えられなくはないと

いうことはありますので、今回お認めいただいた予算の中から、どうい

ったものが置けるか分からないんですけれども、安全柵のようなものを

購入することができれば購入をして、そういったところで直接階段のほ

うに走って行かないように、何らかのクッションということになるよう

なことを対策をしていきたいなと考えております。 

議長（石垣正博君） 赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） 使っていただく限りは安全対策、その辺をきちっと徹底

していただいてやっていただければ、町民の方以外も喜んで使える方が
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増えてくればなおさら町のためになると思います。 

    あともう１つなんですが、その中で２階に遊ぶスペースだけではなく

ちょっとした、これは希望なんですが、カフェスペースといいますかそ

ういう親御さんたちが休憩しながら飲める、お話しできるような場所な

どもあったほうはいいのではないかと思っておりました。またこれもそ

れに関してなんですが、これは提案なんですが、物産館の２階から外、

郷郷ランドありますよね。郷郷ランドに行くには信号機、横断歩道を渡

って子供さんたちが渡っていく。今ずっと見ていると、交通量がかなり

多くなっております、あの路線は。そういう中で、土日は結構お子さん

連れのお客様が結構多く見受けられます。そういった中で交通事故、そ

ういうのが非常に私としては心配なところでありますが、そういうのに

かこつけるわけではないんですが、物産館の２階から郷郷ランドまで２

階から歩道橋をどんと作ってしまって、直接物産館の２階から郷郷ラン

ドまで行ける歩道というかそういうのも作ったらより楽しいものができ

るのではないかなという提案なんですが、これはかなりの金額がかかる

のであれなんですけれども、提案としてこういうのはどうなのかなと思

いますが、町ではこういった考えはどうでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答えいたします。 

    カフェスペースというところからお答えさせていただきますけれども、

恐らくそうなるとテナントというところになるのかなと思います。そう

なったときに、１階に今カフェがありますので、そちらとの競合という

のをどうするかというところもそこは考えなければいけないポイントか

なと思っております。あと、２階にテナントを入れることによって誘客

効果というのは出るのかなとは、私も思っているところでして、それは

実現できれば魅力的だなとは思うものの、１階で販売している商品も含

めて全体配置の問題であるとか２階の耐荷重が大丈夫なのかというと、

ここも調べてみなければ分からないところなんですけれども、そういっ

た問題、動線であるとか設置の費用であるとか、そういったところのい

ろいろ課題、検討していかなければならない課題でございますので、そ

ちらを踏まえた上でやれるかどうかというところの判断が出てくると思

います。まずは、今回おもちゃを置くことになったので当面は子供の遊

び場としての効果というのを検証していくというところから始めたいな

と思っております。 

    もう一つ、御提案というところでいただきました２階から郷郷ランド
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への歩道橋というところで、赤間議員想定されているのはペデストリア

ンデッキみたいなものなのかなと思うんですけれども、ペデストリアン

デッキを建設する費用というのは非常に莫大な金額になると思われます。

ペデストリアンデッキ、報道されているほかの事例などを見てみますと

数億円とか、ものによっては20何億円とかそういったものも事例として

は見つけることができまして、そういった金額というものをかけてまで

今県道に信号機のついている横断歩道がある中、設置するということが

果たして現実的なのかなというところは慎重に考えなければならないな

と思っております。また、例えばペデストリアンデッキではないにして

も、歩道橋というものをつけるということも考えられると思うんですけ

れども、それについても多額な費用というものがかかってまいりまして、

直近の事例というのを調べてみたんですけれども、県事業として行われ

たものは２億円以上かかっているみたいなんですね。同様に、それだけ

の費用というものをかけて行うというところが、果たしてよいのかどう

かというところを慎重に考えなければならないものと思っております。

いずれにせよ、建設費用のみならず作った後の維持費用というものが非

常に大きくなってくると思いますので、そちらも踏まえて将来的にそう

いった町にとっての負担というものが生じるというところを考えてもな

お必要であるかというところ、必要性というところの観点から考えてい

かなければならないなと思っております。以上です。 

議長（石垣正博君） 赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） すみません。まことに金額がかかるような提案で申し訳

ございませんが、一応希望としてそういうのもあったら楽しいのかな。

来るお客様に対してのそういうのもあってもいいかな。そういうものが

あればただの橋ではなく歩道橋ではなくちょっと変わった歩道橋、今Ｓ

ＮＳですか、写真撮っていろいろ載せている人いますけれども、何かち

ょっとないようなものを作ればそういうのですごい発信になるのではな

いかとそれなりに私なりに考えた今提案でした。なかなか難しいと思い

ます。ならば、できれば頑張って何とかやっていていただきたいと思い

ますが、その辺、町長、なかなか難しいですよね。予算的には。という

ことで、２に移りたいと思います。 

    ２は物産館駐車場整備をどのようにこれから進んでいくのかというこ

となんですが、12月に一応１回質問を一般質問で質問はしています。そ

ういう中で、そういう整備、提案していますが、それからどのようにな

ったか全然分からないので、その辺どう商工のほうで検討しているのか。
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その辺、お聞かせ願いたいと思います。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答え申し上げます。 

    駐車場の改良というところになりますけれども、その後、具体的な改

良というものはどのようにやっていくかというところを現時点では決ま

っていない状況になっております。答弁にもございましたけれども、物

産館とか開発センターも含めて周辺施設の在り方というものをどうやっ

ていったらいいのかというところ、それぞれ築30年以上たっているとい

うところもありますし、使い道というものをこれから考えていかなけれ

ばならないというのもいずれやってくるかなと思っております。その中

で、駐車場単体だけをどのように整備するかという議論ではなく、周辺

の在り方というところも併せて考えていく必要があると思っているので、

これから中長期的な課題として議論してまいりたい、検討してまいりた

いなと考えております。以上です。 

議長（石垣正博君） 赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） 駐車場整備については前向きに大郷に来るお客様がより

使いやすいような駐車場になるように、御検討をお願いしたいと思いま

す。 

    続きまして、開発センターの利用実態と取組、図書館の充実といった

質問に対してなんですが、この辺はどのようにといいますか開発センタ

ー、人数それぞれ使われている人数とかお示しいただきましたが、もう

少し利用価値を高めるためにどのようにかしていただきたいなと私は思

いますが、その辺は執行部、どのようにお考えでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答え申し上げます。 

    開発センターの利用状況として、令和６年度延べ659回954人の方々に

御利用いただいたというところになります。こちらの開発センター全体

を考えたときに、もう少し工夫のある利用のされ方というものを考えて

もいいのかなと私としても考えているところでございまして、それが何

なのかというところをまだ今、結論は出ていない状況です。今回、道の

駅の物産館の２階におもちゃを置いて、人の動線というものを効果検証

する取組というのを始めさせていただきました。そういったところから、

何をすればあの一帯に対してお客様が来ていただいて、そしてどういっ

たところが求められているのかというところも、この効果検証の中であ

る程度見えてくる部分があるのかなと思っておりますので、それらも踏
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まえて開発センターのみならず物産館も含めて、先ほどの答弁と重なっ

てしまうところはございますけれども、周辺をどうしていったらいいの

かという方向性という大きなところを見据えた上で、開発センターその

ものをどのように活用していくべきかというところの議論をしてまいり

たいと思っております。現在、使用されている開発センターについて、

もっと何かいろいろな町民の方々が楽しんでいただけるようなものにし

ていければなという思いもございますので、これからの検討というとこ

ろで見守っていただければなと思います。以上です。 

議長（石垣正博君） 赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） 開発センターの利用状況、せっかくあのぐらいの大きな

建物ありますので、有効的に使っていただくためには私思うには思い切

ってテナント、何かそういったテナントを募集してあそこに入ってもら

うとかそういう使い方はできないんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答え申し上げます。 

    テナントを入れて開発センターを活性化していただけるかどうかとい

うところも含めて、それができるのかどうかというところも含めてこれ

からの在り方というものを考えていきたいと思います。 

議長（石垣正博君） 赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） そのような形で検討いただきながら、なるべく早く有効

活用できるように取組をお願いしたいと思います。 

    次に図書館なんですが、ある方からお話しいただいたんですが、小さ

いお子さんに対しての本が何か足りないとか古いとかというお話あった

んですが、その辺はどのように見ておりますか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。社会教育課長。 

社会教育課長（齋藤正智君） お答えいたします。 

    これまでの図書の購入の実績についてというところだと思うんですけ

れども、これまで歴史とか時代小説、健康、料理、今いただきました児

童書の様々なジャンルの図書をこれまで購入したり、または寄贈したり

していただいておりました。今現在、図書室にあるのは約１万7,000冊

の図書が公民館に備え付けてございます。また、昨年度は199冊ほど図

書を購入させていただいておりまして、なお、今年度は昨年度より倍の

予算をつけていただいて、御可決いただいて図書を購入している状況で

ございます。これからも子供たちが教育、文化、触れられるような図書

の購入だったり児童書の購入だったり、そういったものを検討してまい
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りたいと考えております。 

議長（石垣正博君） 赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） 本を読むということは非常にいいことだと思いますので、

小中学生にも合う、勉強になるような図書をどんどん購入していただい

て、なお読んでいただくという努力もしなければならないと思うんです

が、そういうのをやっていただければいろいろ学力向上にもつながって

くるのではないかと、私は考えております。そういった中で、図書を、

本を増やしていく。それが大切なことで、古い本は外して新しいものを

どんどん取り入れていってもらったほうはいいと思います。せっかく図

書館あるものですから、そういう中で予算がもし足りなければもっと予

算を出してくれということで要望上げてもらっても私はいいと思います。

そういう感じで、子供たちのためにいろいろなそういう蔵書していただ

いて、町のためにみんなのためにいろいろ考えてやっていただければ助

かると思います。その辺はどうですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。社会教育課長。 

社会教育課長（齋藤正智君） お答えいたします。 

    予算も今年は倍なるなどということで、計上した部分を御可決いただ

きまして本当にありがとうございます。今後の利用促進の取組といたし

まして、リクエストによる図書の購入であったり、興味を持っていただ

けるようなポップ作りなどにも取り組んでございますので、これからも

そういった形でいろいろ努めてまいりたいと考えております。 

議長（石垣正博君） 赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） 大綱２に移りたいと思いますが、昨日から一般質問でＳ

ＳＰに関してはいろいろ皆さん質問なさっているので、その辺とかぶっ

てしまうかもありませんが、ひとつ御了承願いたいと思います。 

    ＳＳＰ事業としてＸ社が今度撤退するということになりました。そう

いう中で、役場にＸ社も来られて町長と執行部と多分話合いなった末に、

事業を中止、止めるという決断に至ったと思います。報道関係の新聞と

か読みますと、もともとの賃料が570万円ぐらいだったと思うんですが、

それが多分幾らか分かりませんが大幅に年間の賃料アップ、あとは事業

するコートの縮小化などといったお話だったと思うんですが、そういう

のが一番原因になって撤退したのではないかという私の考えなんですが、

その辺はどうなんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課長。 

復興推進課長（武藤亨介君） お答えさせていただきます。 
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    今議員さんおっしゃいましたとおり、そういった要素もあったかと思

います。ただ、私が直接お話しさせていただいて感じたところは、一番

は今回の選挙の民意的な部分も重く受け止められておりまして、そこの

部分もかなりの部分強かったのかなという認識でございます。先ほど赤

間繁幸議員さんの一般質問で曖昧に答えてしまった部分がございまして、

町の基本計画がおおむね５年ぐらいというお話で明確に決まっていない

というお話でございましたが、申し訳ございません、確認しましたとこ

ろ、令和５年12月に同意をいただいてから令和10年度末までの基本計画

が一つの目安となってございますので、おおむね10年、おおむね５年と

いうところでございます。そういった事業計画が国から同意をいただい

ている内容の期間を明確にスポーツＸさんのほうで履行するというのに

つきましても、今後計画が未確定な部分が多い中では実施できないとい

う判断に至ったのかなと認識してございます。以上です。 

議長（石垣正博君） 赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） その中で、私一番思うのは金額です。年間の金額をどの

ぐらい相手方に提示したのでしょうか。その辺、何も聞いていないので

コートを半分に縮小するというのは聞いているんですが、予算アップと

いうのは記事にも出ていたんですが、金額をどのぐらい年間で町へとい

うお話をしたのか。その辺聞きたいんですがどうですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） まずもって、今担当からもですが過去にも答弁していま

すけれども、事業費が当初計画より事業費が膨らんでいることと、町長

選の結果を受けてスポーツＸさん側で撤退の意思があった。その中で事

業費が膨らむのであれば、例えば規模を縮小してやるとかというのも一

つの考えではないですかというお話は申し上げました。あとは、土地代、

借地料のことかなと思うんですけれども、このことについては別に特段

幾らか要望したとかそういうことはありません。お話しさせていただい

たのは、事業を撤退するということの中にあって規模縮小という考えが

ない。いずれにしても、これまで議会から理解を求められない事業の内

容で来たということでありますので、議会から理解を得られるためには、

あるいは地代を例えば570万円の地代を完成まで半額にするとかという

経過もありましたが、今年の５月末にそういった話もあったんですが、

そのような内容では議会から理解得られないので、例えば賃料を上げる

とかそういったことも考えられないんですかということはお話は、その

経緯の中で申し上げたことは事実であります。 
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議長（石垣正博君） それでは、ここで昼食のため休憩といたします。 

    再開は午後１時15分といたします。 

午 後  ０時００分  休 憩 

午 後  １時１５分  開 議 

議長（石垣正博君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

    赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） それでは、引き続き質問させていただきます。 

    午前中の続きになりますが、Ｘ社との話合いの中で年間の賃料、金額、

それは町長のほうで示してはいないということで間違いないでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 具体的にしっかりした金額は示しておりません。例えば

の例はお話ししたことありますけれども。 

議長（石垣正博君） 赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） 例えばというのはどんな感じでお話ししたんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） これまで議会から先ほどもお話ししたとおり、理解得ら

れない事業できたということでありますので、賃料についても年間570万

円の賃料が途中で、今年の５月後半だと完成するまで半額という案が示

されました。そうではなく、それよりも例えば1,000万円とか2,000万円

とか払うとかそういった考えとかも持っていないんですかという確認を

させていただきました。そういう考えはないということです。 

議長（石垣正博君） 赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） そうしますと、今の町長のお話だととりあえず1,000万円

とか2,000万円を払うような意思はないかということで聞いたというこ

とでよろしいんですね。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 具体的にこうしてくださいとかではなく、例えば賃料と

かももう少し上げるとか、あるいは調整池の話も先ほど出ましたけれど

も、調整池の分の負担についてもスポーツＸ社さんで負担する考えはな

いんですかとか、そういった確認をさせてもらいましたが、そこも考え

ていないということでありました。いずれにしても、撤退するという意

思があったからそういう話になったんだ。深く追求した、あるいは話を

詰めたという流れの会談というかその会議の内容ではなかったというこ

とであります。 

議長（石垣正博君） 赤間則幸議員。 
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５番（赤間則幸君） でも、私思うにはこれだけ町自体が二分するような騒ぎ

になっているこの事業に対して、もっと丁寧にゆっくりと話をしていか

ないと納得しない方も随分いると思うんです。ただ単に新聞の報道で業

者が撤退、その記事を見た人たちは進めてほしいという方が大半だと思

いましたが、何でこうなるんだ、どうしてそうなったんだという疑問は

かなりあると思います。それに対してきちっとした説明をしなければ私

は町民は納得しないと思いますが、その辺、どうでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） きちっとした話については、議会も地権者等とのお話合

いの場を設けると前からお話ししておりますので、早い機会に、議会の

皆さんにもそうなんですが、今後このＳＳＰ構想についてどのように進

めるかということを含んで町民の皆さんと判断をしていかなければなら

ないと考えておりますが、いずれにしてもＳＳＰ構想については事業費

がかさむ、あるいは選挙結果を踏まえ事業者が撤退するということで決

定をしておりますので、その点については私どもも合意をしてやむを得

ないという判断に至ったということでありますので、今後のことについ

ては今お話ししたとおり地権者の皆さん含んで町民の方々、あるいは議

会とも話をしていきたいと考えております。 

議長（石垣正博君） 赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） 何回も同じ話で申し訳ないんですが、今町長のお話を聞

いていると業者が撤退といったから仕方がない。それも分かります。し

かし、もっと詰めるところは詰められなかったのかと思います。それで、

早急にあとは議会に対して、もしくは町民の皆さんに対しても御説明を

するという今お話だったんですが、早い時期というのはいろいろあると

思うんですが、ある程度いつ、10月末とかそういう日にちを設定すると

いうことはまだ無理なんですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。復興推進課長。 

復興推進課長（武藤亨介君） お答えさせていただきます。 

    事務方としての御意見としてお聞きいただければと思いますが、国や

県の関係機関との打合せというか協議調整がまだ行えてございません。

今後、議会終了後、そこは速やかに丁寧にお伺いして説明したいなと思

ってございました。それが終わって、町としての一定の方向性を見出し

た後、地権者さんにはこういった選択肢があるんだけれどもどうでしょ

うかという説明ができたらいいなと私は現段階で思っておりまして、ゼ

ロベースでどうですかという御説明をするよりは、ある程度のプラン、
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町として可能性がある・ないもの、しっかり見極めた上で地元のほうに

はお伺いできたらいいなとは思ってございました。以上です。 

議長（石垣正博君） 赤間則幸議員。 

５番（赤間則幸君） ほぼ３年間の間に執行部さんはかなり大変な思いでこの

事業に対していろいろな設計から何から取り組んでいただいたと思いま

す。そういう中で、今結果としてこういう結果になってしまいましたが、

最後にはきちっとした町民への説明を幾らでもいいので早めにその説明

をしていただきたいと思います。それでみんなが納得すれば、また次に

新しい方向性を生み出していただいて、それに進んでいくしかないと私

は思います。その辺をきちっとやっていただけるということで、お約束

していただければこれで私の一般質問は終わりたいと思います。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） その辺は先ほどからお話ししているとおり、しっかりと

皆さんと意見交換をするということで詰めていきたい。先ほどから言っ

ているとおり、この事業について議会から理解得られない内容でこれま

で来ています。であるから、どこかでは修正の可能性がないかなという

模索もしましたが、それは考えないということで結論に至ったというこ

とで、中止もやむを得ないなということになった。それからについては、

先ほど言った、何回も前者の方々、あるいはこの間の説明の場もそうで

すが、関係機関等の話合いもしていかなければならないし、法制度の中

において許される事業の範囲内で進めていくしかないので、そういった

難しい部分もあるので、今現段階でこうしたいとかああしたいとかと決

めかねている部分もありますので、なるべく早い時期に先ほどお話しし

た内容で御説明を申し上げる機会を設けたいと思います。 

議長（石垣正博君） これで、赤間則幸議員の一般質問を終わります。 

    次に、６番佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 通告に従いまして、一般質問を行います。 

    通告順位９番、佐々木和夫です。 

    大綱１、新しいおおさとについて。 

    （１）スーパーマーケットを誘致し、移動販売車を利用し、買物支援、

高齢者見守り支援を行うとあるが、具体的な誘致方法について伺います。 

    ２、住民バス及びスクールバスの運行体系見直しやデマンド方式と休

日運行の導入とあるが、どのように見直しを行うのかお伺いします。 

    ３、教育に力を入れるまちづくりで町営学習塾を開設し、安心して学

べる場の提供と学力向上のサービスとあり、具体的な時期についてお伺



―１９７― 

いします。 

    大綱２、再生可能エネルギー普及に止まる現状と今後の課題について。 

    １、令和６年３月の一般質問で太陽光発電事業の未着工事業として６

件あるとの回答でございましたが、着工し完成したのか。また、今年度

申請が来ているのかお伺いします。 

    ２、太陽光発電における懸念について、寿命を迎えた太陽光パネルの

処理において2030年代後半には太陽光パネルの大量廃棄が廃棄物として

出ると予想されております。その際、法とする消防費が賄えず放置する

業者も出てくる可能性があるが、今後の対応についてお伺いします。 

    ３、火災対応は消防団団員等が当たると思われますが、感電等の安全

管理が整えられているのか。また、発電設備敷地内外の雑草に対する除

草管理が十分でないところが見受けられ、景観を害しているがその対応

についてお伺いします。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 佐々木和夫議員の大綱１つ目、新しいおおさとについて

の御質問に答弁をいたします。 

    （１）のスーパーマーケットの誘致方法につきましては、スーパーマ

ーケットの出店条件は必要な広さの用地、店舗周辺の人口、交通アクセ

ス、競合店の有無などが考えられます。スーパーマーケットの誘致の当

たっては、スーパーマーケットの運営事業者に対し大郷町の諸条件のほ

か、移動販売車の導入で売上げの向上が期待できるなどのメリットを提

示しながら、本町への立地について強く訴えかけてまいります。また、

移動販売車の運行によって店舗までの移動が困難な方の買物支援と高齢

者の見守り、安否確認を図ってまいりたいと考えております。 

    （２）の住民バス等の運行体系の見直しにつきましては、住民バスふ

れあい号、スクールバスの本町における公共交通の再編に向け、９月10日

大郷町地域公共交通協議会を設立をし、具体的な取組をスタートしたと

ころでございます。今後、公共交通協議会において住民アンケートや乗

降調査、各交通の現状調査などを実施し、効率的で効果的な交通体系を

構築するため町の公共交通計画を策定し、しっかりと前に進めてまいり

ます。 

    （３）の町営学習塾の開設につきましては、子供たちにとってどのよ

うな形態がよいか検討するとともに、早期開設に向け調査をしてまいり

ます。 

    次に大綱２つ目、再生可能エネルギー普及に伴う現状と今後の課題に
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ついての御質問に答弁をいたします。 

    （１）の令和６年３月時の未着工工事の状況と、今年度の申請実績に

つきましては、令和６年３月時点での申請案件６件のうち、３件は工事

が完了しており、２件が未着工、１件が事業中止とされております。ま

た、今年度の申請件数は８件となっております。 

    （２）の太陽光パネルの処理懸念につきましては、太陽光パネルの処

分は廃棄物処理法に基づき事業者が適正に処理する責任を負うことにな

っております。その中で、事業者が経済的な理由によりパネルの放置や

不法投棄することを防ぐため、廃棄費用積立て制度により事業者は事業

終了後の廃棄費用を積み立てることが義務づけられております。そのこ

とから、適正に処理されるものと認識をしております。 

    （３）の太陽光発電所の安全対策と管理につきましては、感電対策も

含め事故防止のため発電所内に容易に入ることができないように柵を設

置するよう指導しております。また、除草管理につきましては、景観を

損なうだけでなく火災リスク、害虫発生など様々な問題を引き起こす可

能性がありますので、事業者に対し定期的な草刈りや除草剤散布など適

切な管理を行うよう求めております。さらに、近隣の住民からの連絡が

あった際には事業者に対し適切な管理を行うよう指導し、対応していた

だいているところでございます。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 大綱１のスーパーマーケットについてですが、今現在

元気屋さんとアオキさんがあると思いますが、中村のほうに集中してご

ざいます。例えば、今後用地の広さ、広さの用地、必要な広さ、店舗周

辺の出入り口、交通アクセス、この辺はどこにでもできそうな気がする

んです。競合店、粕川大松沢には多分競合店はコンビニぐらいしかない

と思われます。買物難民とよく言われる方々がいます。そこには早期に

皆さんが必要と思われているので、早急に進めていただきたいかなと思

ってございます。多分川北の方々は大変期待しているのかなと思ってい

ますが、この辺についてどの辺ぐらいが話が進んでいるんでしょうか。

お伺いします。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答え申し上げます。 

    具体的なスーパーマーケットさんの事業者さんとの話というものは、

今現時点でまだ始めていない状況にあります。議員から御提案いただき

ました、例えば粕川大松沢ということがありましたけれども、必ずしも
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町の中心部でなければならないという決まりは、今の時点ではないんで

すけれども、事業者さんとの話合いの中でどこに立地するのがそこのス

ーパーマーケットにとって一番稼げるかとか、もちろん社会貢献という

意味合いも含めて立地というものは出てくると思うんですけれども、ス

ーパーマーケットさんも商売をやらなければならないものなので、そち

らは事業者さんのお考えというものをよく考えた上で、立地場所とかそ

ういったものを考えていくことになると思います。以上でございます。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） お店屋さんは商売なので、集客力というところがある

と思います。競合店などよくあるんですが、利府の今利府街道のほうに

トライアルからずっとお店屋さんありますよね、イオンまで。あと、吉

岡はヤマザワさん、ウジエさん、競合店がいっぱいある中で潰れはして

いない。お互いに相乗効果を持っていると私は取っているんです。そう

いうところだとお客様が選べる。いろいろな感じで選べるというところ

があると思うんです。そういうところで調査して、来ていただける。次

から次へとお客さんが来ていただけるようなお店屋さん、今回あったの

が薬王堂さん来ましたよね。隣にアオキさん来ました。相乗効果でお客

さんが来ていますよねというところを考えると、競合店をわざと呼び込

むというアプローチは必要だと思いますが、どのようにアプローチをす

るつもりでいるんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。商工観光課長。 

商工観光課長（武田力也君） お答えいたします。 

    まずは、どういったスーパーマーケットさんとコンタクトを取るかと

いうところの絞り込みとかというところは最初から門戸を狭めることな

く、いろいろな事業者さんとのお話というところでいろいろな事業者さ

んにアプローチしてお話を聞くことができれば、それが一番だと思って

おります。各スーパーさんの出店の条件というのも、各それぞれだと思

いますが、その中で同業他社さんであっても議員がおっしゃるように相

乗効果という意味合いで、例えば顧客層がかぶっていない、または近い

ところでもお互いに出店することで相乗効果が生まれるよというところ

が、そういう御意見がいただければそこはスーパーさんのみならず競合

と言われる同業他社さんにもアプローチするというところも有効な手段

かとは思われます。まずは、今本当にとっかかりの段階ですので、こう

あらねばならないという事務方側というか町執行部側としての固定観念

というものは捨てて、いろいろな角度から幅広く誘致できるようにアプ
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ローチをしてまいりたいと思います。以上でございます。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） いろいろな切り口から進めていただければと思います。

町民の方々は大変期待していると私は思います。大郷町から利府、鹿島

台、吉岡、古川と車で15分から20分ぐらいかかりますよねというところ

があるので、近くにあればいろいろな相乗効果があって顔見知りの方々

が通常の会話もできますように。多分、今通常の会話やっているのは杉

山医院ぐらいで、お互い元気かというぐらいの会話ぐらいしかないので、

近くに大きい店があることで助かると思いますので、これは早急に進め

ていただければと思いますが、基本的にどの辺ぐらいまで時系列として

進んでいくつもりでいるんでしょうか。年度末まで。お願いしておきま

す。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 早急にというお話をしておりますが、企業さんにですね

競合という問題もありますけれども、競合というのは町内の競合と考え

ておりません。大郷町の商圏であるならば、大和町の東側というか鶴巣、

落合地区、あるいは松島も商圏に入ると思いますし、あるいは鹿島台の

部分についてもあそこにあるのはＡコープとビックさんですけれども、

大きいところ。そこにかぶらない形の企業さんがいいのかなと思ってお

ります。今定例会終われば、なるべく早い時期に企業訪問兼ねてそうい

う交渉をしてまいりたいと考えておりますので、今年度中というか年内

には交渉に向けた動きというかさせていただきたいと考えております。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 目に見える形で動いているということが分かれば、町

民の方々も動いているんだよねというところが見えるので安心されるの

かなと思います。移動販売車については、先ほど申しましたが、買物難

民の方々に大変有効だと思います。過去に大郷農協で配置購買というの

がございました。また、近くは魚屋さんが魚市場から買ってきて魚屋さ

んが販売していました。また、八百屋さんが仙台市場、また塩釜市場か

ら新鮮な野菜を市場から直接買い込んで販売をしておりました。その方

々も廃業とかいなくなりました。移動販売車、例えばＣＭなどで出てい

る移動販売車は多分の店の商品を持っている。そうすると、店の売値で

多分売れないと思うんです。売れないと思うんです。人件費、あとは車

両費等があってですね、そこが高上がりになるような気がするんです。

そこら辺は価格等も考えてどのようになるのか考えられるんですが、お
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客さんが安く新鮮なものをできる限り求めていると思うので、そこら辺

を進めていただければいいかなと思いますが、どうでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 移動販売について、安くも分かるんですが、実際やって

いる自治体あります。過疎指定になった自治体とかそういったところで、

国の補助金交付金等を使いながらやっているんですが、具体的に私訪れ

た自治体ではシルバー人材センターに町として２台用意して、町は車だ

け買ってあとはシルバー人材センターに２台の宅配をお願いして、そこ

でその人たちの雇用の場イコールで、今お話ししている、考えている内

容で見守りとかそういったことまで兼ねてやっていただいております。

値段的にスーパー値段よりは高いそうであります。店頭販売よりは高く

なる。かといって、定価より極端に高くなること、そうではない値段で

なにかやれるそうでありますので、それでスーパーとしても売上げ向上

につながる。来ていただくお客さん以外の売上げにつながるということ

でありますので、例えばの話で今お話し申し上げているんですが、シル

バー人材センターの経費、人件費等に相当するぐらいの利益に該当すれ

ば、それなりの逆算の商品の単価で恐らく販売できるようになるんだと

思いますので、そういったことは他の自治体の例とかを研究をしながら

その辺は取り組んでまいりたいと思います。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 国の補助金があればぜひとも有効に使っていただいて、

町民のために利用できるような移動販売車を考えていただければと思い

ます。また、高齢者の見回りということで野菜を届けるということはケ

アマネジャーの方々が朝食、昼食、夕食を作る方々がいます。その方々

を食材を買いに行くんです。高齢者の方々に言われておかず買いに多分、

それも就業規則の中に入っている。そうすると、本当は２時間サービス

できるんですが、その行って帰ってくる時間も削られて、実際２時間き

ちんとやれるんですが食材を買いに行くというところになってくると１

時間ぐらいにしかならないということになると、本来のケアサービスが

できなくなるということもありますので、高齢者の見回り、見守りケア

マネジャーの中の質も高まるようなものだと私は思ってございます。こ

れが高齢者の安否ところも考えて早めにこれはお願いしたいかなと思っ

ていますが、どのぐらいでできる予定なんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 明確に時期までは申し上げられませんけれども、相手さ
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んがある話でありますので、安否確認等は現在でもやっていますから、

そこは今までより恐らく回数も多くなって効果的に、恐らくできる事業

につながるんだと思いますので、できれば早急にというか、一番は来て

いただけるスーパーさんが一番肝心なところでありますので、その辺の

目安がつき次第ということで、もしお店が来ていただいてオープンでき

るのであれは早急にやりたいし、それが時間を要すということになると

きは、他の町村、近隣の町村の店舗からということも考えていないわけ

ではありません。そういったことを含めながら、なるべくそういうサー

ビスを早期につなげていきたいと思っておりますので、よろしくお願い

します。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） バスの運行見直しとかあるんですが、２年も前以上前

から多分議論になっているはずだと思うんです。今になって大郷町地域

公共交通協議会を設立して動く。多分委員の方々から土日運行できない

のかと私が議員になってから２年前から多分言われていたと思うんです。

それは利用する方々がいないんですという返答もございました。どうも

取組が遅いような気がします。人間不思議なことに毎年１つずつ年とっ

ていくんです。ここはスピード感を持ってやってもらわないと、アンケ

ート調査をするとかあるんですが、先ほども申しますがバス停も歩く側、

遠い方々もいるんですが、バス停も直す予定はございませんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。まちづくり政策課長。 

まちづくり政策課長（高橋 優君） お答えいたします。 

    バス停というのはバス停を設置する場所を検討するということでしょ

うか。そちらにつきましては、基本的には今の運行状況である程度問題

ないのかなと思ってございます。ただ、バス停まで遠い方というのはい

るかと思いますが、そちらを全て網羅するということになると、かなり

バス停も増えてきて運行上問題も出てくるということもございますので、

今のところ現行の運行状態で運行をさせていただきながら、再編に向け

てといった部分でデマンド等活用することができれば、そういった家の

すぐ近くまでデマンドワゴン車が行ける状況もできてくるのかなと思い

ますので、そういった対応も考えてございます。以上でございます。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） バスが運行して多分30年近くになると思います。バス

停の改廃、新規というのは何か所かあったんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。まちづくり政策課長。 
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まちづくり政策課長（高橋 優君） 正確なところは、すみません、お答え申

し上げられないというところはあるんですけれども、それは履歴として

残っているというところはございます。その中で、今の路線ございます

が、今の路線になるまで路線の変更はもちろんありました。当初からと

いうことであればありました。それから、当然路線が変更になればバス

停も変更があった、それからダイヤの改正もあったということで、いろ

いろと皆さんの意見もいただきながら改正してきた部分というのはゼロ

ではないと思ってございます。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） そのバス停を改廃するというところで、利用されてい

ないバス停などというのはあるんでしょうか。利用頻度が少ないバス停

というのは今現在あるんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。まちづくり政策課長。 

まちづくり政策課長（高橋 優君） お答えいたします。 

    こちらも資料を持ってきていないというところもあるので、ここのバ

ス停がということでは言えませんが、当然利用頻度の多いところ、少な

いところというのはあります。それは住宅が密集しているところ、密集

していないところというところであるかと思いますので、そちらの差と

いうのはかなり大きく差というのはあるかと思ってございます。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） バスの運行で利用者の多いところは乗降者では時間か

かりますよね。でも、乗る人が少ないところはほぼ素通りすると思うん

です。そうすると、予定時間より早く着くなどということはあり得るん

ですか。そこは途中で止まって時間調整とかしているんですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。まちづくり政策課長。 

まちづくり政策課長（高橋 優君） お答えいたします。 

    当然ながら、バス停に時刻表の表示がございます。その時間より早く

出発するということになると、いろいろと問題、苦情の原因となります

ので、その辺の時間の調整というのはバス事業者のほうで運転手との調

整の中でしておると思っております。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 利用の少ないバス停、あとは逆にここにバス停が欲し

いですよねというところに意見を早急に聞いてほしいかなと思いますが、

そうでないとますます利用者が減っていきますよねというところで、デ

マンドのほうに移行されてもそれもなかなか込み合って大変なのかなと
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思いますので、早急にその辺はせっかく協議会を立ち上げたので年に１

回２回などというような頻度ではなく、密な話を早急にしなければいけ

ないと思うので、これは会は何回ぐらいする予定なんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。まちづくり政策課長。 

まちづくり政策課長（高橋 優君） お答えいたします。 

    今年度につきましては、協議会の開催はスケジュールとしましては３

回、来年度も３回ということで予定はしてございますが、当然ながら何

らか協議会開いて皆さんの御意見を聞かなければいけない、何か動き出

しをしなければいけないという場合については、その都度協議会は開催

できればと思ってございます。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 幅広く、深く、広い意見を聞いて皆様が安心して利用

できるバスづくり、交通体系を作っていただければと思います。 

    次に町営学習塾、これはどういう塾を目指しているんでしょうか。お

伺いします。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 

町長（石川良彦君） 学習塾の形態、いろいろあります。年間通して年に、例

えば第何月曜日とか年間通してやっている場合、あと、この辺ですと隣

の大衡村さんで始めてまだ２年か３年目になるかと思いますけれども、

夏期講習とか冬期講習というか受験前、中学生について、そういったと

ころで集中してやる。小学生もそういう時期にやるという形を取ってい

るようです。民間に委託してやって、民間のそういう塾経営をやってい

る方に委託をし、民間の業者も公共団体、いわゆる自治体というか各市

町村に向けてのそういう公営塾をメインにやっている業者というか塾の

経営母体もありますので、どこに委託するかとかあるいは経費的な問題

とかあるいはどれが一番生徒さんというか子供さんにとって利便性があ

るのか、あるいは生徒数の数も当然計算してやらなければならないと思

いますので、本町の生徒さんの数に合ったような内容の、あるいは業者

さんも選定していかなければならないと思いますし、その辺については

これから検討させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 近隣、利府であれ吉岡に学習塾というか塾もあります

よね。なぜ大郷にはないんでしょうか。この原因は探ったことがあるん

でしょうか。お伺いします。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。町長。 
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町長（石川良彦君） なぜないかと言われると、私分からないところあるんで

すけれども、絶対数が、対象の生徒さん数が少ないということがまずあ

るんだと思います。民間であればある程度利益にならないと恐らくやら

ないと思いますので、その辺の計算があって来ないのか、あるいは大郷

町の子供さんが町外に、例えば塾に行っている方もおりますけれども、

その絶対数ももしかすると少ないのかもしれないし、そういう需要がそ

の業界に恐らく伝わっていない部分あって、町内に塾が少なくなってい

るのかなとも思います。いずれにしても、そういった不自由な分、不便

な分を解消すべく、今回公約として上げさせていただいた内容でありま

すので、その辺、なるべく早い時期にいろいろな事例も検討しながらと

いうか、勉強させていただきながら必要性の高いものというか一番効果

の上がることが一番だと思います。費用も当然かかる事業でありますの

で、あとは過半というかいつでしたか、地域おこし協力隊に関するお話

でも触れさせていただきましたが、地域おこし協力隊の方が学習塾の講

師をやっているという自治体もありますし、地域おこし協力隊の人を二、

三名塾講師として委託お願いしているような自治体もあるようでありま

すので、その辺も一番はどういう成果が上がっているのかというのが大

事だと思います。費用もそうですが、そういう成果の上がっている部分

を学びながらいいところは吸収してやっていきたいと考えております。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 大郷町の中学校、数学の学力が県内１だというのであ

れば別に塾は必要ないかなと思うんですが、高くはないですよね。お子

様たちはナンバースクールに入れたいとかできる限り仙台のほうにやり

たいという親御さんは多分仙台近郊の塾に入れていると思います。学校

は学校でいろいろな勉強だけではなく社会的なことも勉強しなければい

けない。塾は勉強だけなのでそこら辺はきちんとしておかないと、幾ら

たっても学力向上などはつながらないと思います。ここはいろいろな学

習塾のほうに大郷町全体としてのＰＲが足りなかったような気がします。

町を挙げてぜひとも塾を誘致したいですよね。塾で来ないというのは仕

方ないですが、学力を上げられる。学校の先生も多分いいと思うんです。

今まで50点しか取れないのが塾に行ったら80点の90点も取るようになっ

た。学校の先生も楽だし、塾も喜ぶし、親も喜ぶ。三位一体が喜ぶよう

な気がします。そこをきちんと誘導してこなかったのも一つの原因では

あると思いますので、ここは早急となるんですがお願いしたいかなと思

います。忠告というか文句ではないんですが、検討するとか努めるとか
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という文言ではなく、いつまでどのように行うというのが本当の返答だ

と思います。検討する、行政用語で多分しないという意味だそうなんで

す。ここら辺はきちんとしていただければなと思いますので、子供たち

とあと若い人たち、高齢者の方々が住みよくするためには、進めるため

にはスーパーマーケット、移動販売車、住民バス、塾、ここが根幹にな

ると思いますので、ぜひとも早急に進めていただければなと思います。 

    大綱２の太陽光に行きたいと思います。太陽光については将来的に継

続していく重要な事業であることは、多くの方々が理解していると思い

ます。個人宅、アパート、事業所、公共施設、田畑、山林などに太陽パ

ネルを設置されている事例が増えてございます。この太陽パネル、破損

を受けた場合に感電、有害物質の発生が懸念されます。また、台風、大

雨による大規模な災害において太陽パネルが破損、または浸水したりす

る事例が生じた場合、大郷町民にする対応はどのように行っているんで

しょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。まちづくり政策課長。 

まちづくり政策課長（高橋 優君） お答えいたします。 

    太陽光パネルでございますが、こちらにつきましては基本的には事業

者が適切な管理をするようにということで、町に申請があったときには

同意の条件ということでそれが一つの条件ということになっております。

そのほか、細かいところで先ほどおっしゃいました除草の管理であった

りとか、あとは侵入を防止するための措置であったりとかというところ

で、しっかりと対応いただくように町としても指導をしているところで

ございます。基本的に災害であったり、あとは水であったりということ

で、何らか太陽光パネルに被害が及んだときの対応というところでござ

いますが、基本的には何らかそういった障害が発生したといった場合に

ついては、事業者にしっかりと連絡を取って連携を取りながらしっかり

と対応していただくようにお願いをしているところでございます。今の

ところ、あまりそういった事例というところはございませんが、基本的

には定期にしっかりと管理をしていただくような事業者への指導をして

おるところでございます。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 大雨とか災害のときの危険な太陽光発電の設備の場所

もハザードマップに入れるべきだと思いますが、そういう考えはござい

ませんか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。まちづくり政策課長。 
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まちづくり政策課長（高橋 優君） お答えいたします。 

    ハザードマップ、防災ハザードマップということになるかと思います

が、そちらには今現在太陽光パネルの関係での何らか入込みというとこ

ろはしてございません。ただ、防災ハザードマップを見ながら浸水する

エリアということで、そちらのエリアにはなるべく開発ということで太

陽光の設置は避けるべきエリアだということで指導はしているところで

ございます。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 太陽光パネルについてですが、多分前よりは少なくな

っているのかなと思います。ちょっとした空き地があると突然太陽光パ

ネルが設置されたり、景観が一変するような状況が見受けられます。現

在、太陽光発電がどのぐらい設置されているか。多分全数を把握してい

るということは難しいと思いますので、売電を行っている設備施設設置

数と個人事業所別でどのぐらいになっているのか分かるでしょうか。多

分分からないと思いますが、規模、例えば合計出力が50キロワット以上、

あとは50キロ未満がどのぐらいになっているのか教えていただければと

思います。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。まちづくり政策課長。 

まちづくり政策課長（高橋 優君） お答えいたします。 

    今、太陽光パネルでございますが、本町で開発ということで町に同意

のお願い書を提出いただいている件数でございますが、平成26年から193件

となってございます。６年度までということになりますが、なっており

ます。こちらについては太陽光は10キロワット以上の出力のあるものに

ついては開発の同意、町の同意が必要になるというところでございます

ので、10キロワット以上のものが対象になってございます。これは面積

に関わらずということになっております。先ほど議員からおっしゃられ

た、すみません、事業所別個人別といったところについては、台帳はあ

るんですが、今集計というところまでしていなかったというところがご

ざいます。それから、50ワット以上というところでの縛りというところ

も集計は取れるようにはなっていますが、そちらについては後ほど御提

供できればと思います。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 10キロワット以上が193件という取り方でよろしいでし

ょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。まちづくり政策課長。 
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まちづくり政策課長（高橋 優君） 開発に係るものということで、10キロワ

ット以上ということになります。ですので、本当に規模の小さい住宅用

のパネルであったりとか、そういったものは当然除く形になっておりま

す。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 出力が50キロワット以上の設備であれば、県の条例が

適用されると思います。では、10キロから50キロ未満のいわゆる小規模

事業は何の制約も受けないというところになります。自然環境、生活環

境への悪影響も懸念されておりますが、県内に今現在18の町村が出力10キ

ロワット以上50キロワット未満の小規模事業用発電設備を対象に制定し

ているようですが、大郷町ではそのような関連条例はないんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。まちづくり政策課長。 

まちづくり政策課長（高橋 優君） お答えいたします。 

    条例としてはございません。ただ、大郷町の開発指導要綱の中で10キ

ロワット以上のものも対象に町の同意を得るものとなってございます。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 事業者は電気事業法に基づいて国に届け出ることが義

務づけられています。条例がなくても指導、指定はできるので問題ない

と多分業者側は説明します。しかし、届出は許可申請と異なり何の拘束

力も持ちません。事業者に近隣住民との合意形成に向けた努力、適切な

維持管理義務の遂行を求めること、例えば太陽光発電の安全、防災、水

源の確保、環境保全及び景観保全のための対策を計画どおりに適正に実

施すること。災害防止並びに自然環境及び地域住民への配慮を行うこと

できません。だからこそ、大郷町では条例の制定が必要と思われますが

制定するお考えはないんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。まちづくり政策課長。 

まちづくり政策課長（高橋 優君） お答えいたします。 

    条例でございますが、今のところ要綱の中で、先ほど議員がおっしゃ

ったとおり住民への説明であったり、様々な規制とまではいきませんが、

こちらで確認をしながらその確認事項を確認した上で町で同意をしてい

るという内容になってございます。それというのは、確かに許可ではな

いというところでございますが、今のところ事業者のほうではしっかり

その辺は重視いただいているのかなとは思ってございます。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 今現在、太陽光発電が193件ということなんですが、こ
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こは全て事業者名であったり、所有者をきちんと把握されて、今現在も

きちんと所在はつかめているんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。まちづくり政策課長。 

まちづくり政策課長（高橋 優君） お答えいたします。 

    当然ながら、台帳として整備をしているというところはございます。

その中で、当初計画事業者から変更になったそういった場合も、承継と

いうことで承継届をいただいているというところでございます。ただ、

そこの事業者から管理会社のほうにといったところで、そこの部分につ

いてしっかり全て整備されているかというと、なかなかそこまで把握で

きていないという現状でございます。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 太陽光パネルは多分有害な物質も入っていると思われ

ます。連絡が取れなくなった、分からなくなった、そのままやっていま

すよね、放置しています。多分、放置していても発電はしてるはず。な

ので、ここは地域住民の方々があそこ草だらけになっています、どうな

っているの、もう分からないんですよと言われても、多分地域住民の方

が不安になると思うので、これはきちんと把握していただきたいと思い

ますが、その辺でやめた場合の追跡調査も行っているんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。まちづくり政策課長。 

まちづくり政策課長（高橋 優君） 基本的にはそういった御連絡をいただい

たときには、当然ながら台帳で整備している事業者に連絡を取りながら、

最終どこで管理しているのかというところも確認した上で、適切な対応

を取ってもらうようにということで指導をしているところでございます。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 多分、今から15年から20年たつと太陽光パネルの廃棄

というのが実際の所問題になってくるかと思われます。そのときに業者

が分からないんですよねとか、そのまま放棄されていましたよねという

のは困ると思います。そこで、除草体系はどのぐらいの頻度で行われて

いるのは確認などはしているんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。まちづくり政策課長。 

まちづくり政策課長（高橋 優君） お答えいたします。 

    除草に関しては、基本的に全ての施設確認しているのかと言われると、

それについてはなかなか確認はできていないというところはございます。

ただ、最初の町の同意の条件の中で様々確認する中の１項目として除草

管理という部分がございます。こちらの中で年に２回以上は草刈りをし
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てもらうような内容で指導をしてございます。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 太陽光の施設のフェンスの中は草刈りなどはよく行っ

ているようなんですが、周りはどうなんでしょうか。例えば、隣が田ん

ぼですよねとか隣が用水ですよねといった場合は、それの草刈りをして

いるのかその辺は確認しているんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。まちづくり政策課長。 

まちづくり政策課長（高橋 優君） お答えいたします。 

    その開発に関わる筆といいますか１筆ということになるかと思います

けれども、そこの範囲内についてはしっかりと除草であったりを含め、

管理はしていただいているというところでございます。ただ、そこから

その隣、きわの部分で実際どうなのかというところもございますが、な

かなかそこまでの把握というのはできておりませんが、敷地内、フェン

スから敷地の境界ありますけれども、そこまでも含めてしっかりと管理

していただくようにお願いしているところでございます。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 先ほどから何回も言っているんですが、有害物質等が

出ると土壌に浸透する。水源が冒されるというところもございます。こ

ういうところは所有者が責任があればきちんとやっていけるんですが、

どうしても費用がかかるよねといった場合、捨ててしまうよねという場

合もあると思います。関係ないからわざと倒産してしまいましたねとい

うパターンも考えられると思いますが、町として例えば何らかの準備と

か対策が必要と感じているところであります。今後、太陽光発電設備に

おけるリスクなどはどのような想定などはされているんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。まちづくり政策課長。 

まちづくり政策課長（高橋 優君） お答えいたします。 

    太陽光パネルでございますが、議員今御指摘のとおり、これから大量

にパネルの廃棄というのが出てくるというところがございます。そのと

きに、基本的には2022年７月からということで再エネの特措法に基づき

まして廃棄の費用については積立てをすることになるということになっ

てございますが、実際事業者がいなくなった場合というところもござい

ます。その際については、廃棄物処理法に基づいたところの排出事業者

の責務においてという部分で、国であったり県であったり、県が主に担

当ということになるかと思いますが、町執行部としましても県と連携し

ながら、その辺事業者、もしくは仮に清算人ということにもなるかもし
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れませんが、対応をできればと思ってございます。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） メガソーラーとか太陽光発電で草を刈りましたよねと

言いながらもどうしても草が伸びてきますよね。そうすると、日影がで

きるということは発電が不均衡になるというところで、場合によっては

電気の逆流が起こるということも考えられます。接絶箱とかから発火の

リスクも考えられます。そのとき消防団、火事になったとき消防団が出

動すると思いますが、所要の訓練など行って発電、太陽光発電の火事に

関する訓練等など行っているんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。総務課長。 

総務課長（熊谷有司君） ただいまの御質問でございますが、それについては

行ってございません。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） まさか直流の12ボルトなので感電すると多分大変なの

で、これは訓練というか啓蒙活動が必要ではないかなと思いますが、今

後やる予定もないということでよろしいでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。総務課長。 

総務課長（熊谷有司君） 黒川消防本部と御相談の上、どのような方法がよろ

しいのかと相談してまいります。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 消防団の活動服ございます。あれは絶縁性の高い素材

を使っているんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。総務課長。 

総務課長（熊谷有司君） そこまで詳しく掌握してございませんので、それも

確認して後ほど答弁させていただきます。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 消防団の方々は基本的な消火要領、ポンプ操法を学ん

でいると思われますが、山の火災については消防車が入れない。ホース

が届かないという状況を消防隊がジェットシューターを用いて消火活動

を実施して、また残火管理も行っていると思いますが、ジェットシュー

ターは大郷町の役場では承知しているんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。総務課長。 

総務課長（熊谷有司君） 今現在ない。それも確認、後でさせていただきます。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） そういうの、すぐするって言うでしょ、やはりそうい
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うのがないとバケツを持っていけという話になってしまうのでそこら辺

の数とそれの装備はきちんと在庫等管理されたほうがよろしいかなと思

います。そういうところは感電リスクも背負うので、想定訓練、今度の

来年12月12日ですか、行うようですが、そういうのもマニュアルとして

入れたほうがよろしいかなと思いますが、その辺はどうなんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。総務課長。 

総務課長（熊谷有司君） 一番火災現場に行って自分の命をなくしてはとんで

もないことでございますので、その辺もしっかりマニュアル等を整備で

きればと考えてございます。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 電線など感電してしまうと、びりっという状況で済ま

なくなるのでここはきちんと管理をされていただきたいのと、太陽光パ

ネルそのものの管理体制をきちんとしていただかないと、今後難しいの

かなと思われますが、そういう考えはある。今後のマニュアル策定等も

きちんとあるんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。総務課長。 

総務課長（熊谷有司君） これにつきましても、今後しっかりとどのような方

法が一番よろしいのか考えてまいります。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 今からメガソーラーが設置されるんです、造成される

んですという話ではなく、もう町内に随分ありますよね。そこには事前

準備としてしておかないと万が一に備える。想定外を想定するというの

が必要だと思われます。消防団の方々の安全性を含めるために絶縁性の

有無、あとはさっき申しましたジェットシェーターの有無、きちんと確

認してないときは新たに購入するとかにしないとなかなか大変だと思わ

れますが、このように行っていただければと思います。また、太陽光、

先ほど今回８件となってございますが、太陽光発電の業者の売買をした

いという地権者の方々も多分いると思います。そのときに、ここは第１

種農地ですと当の本人が知らないうちに第１種農地ですとなっていて、

周りが全部田んぼではなく耕作放棄地になっています。役場から草刈り

をせよと言われてもできません。管理するの大変だから発電業者に売り

たいです。でも、業者も第１種農地のためにこれは無理です。売りたい

買いたいという方々がいるなかで、どうもここの第１種農地というのが

逆にネックになっている。特に、様々の方々はそういうところがなかな

か進んでいないというところがあるので、第１種農地とか除外するとい
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う考えはないんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    第１種農地の要件としましては、主に10ヘクタール以上の集団の農地

という部分で定義されております。そちらにつきましては、集団の農地

ですので、農地として適正に運用していただくというのが第１種農地の

考え方でございますので、そういった10ヘクタール以上のまとまった農

地につきましては、太陽光ではなく農地として御使用いただくというの

が主眼になります。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） まとまっている農地が10ヘクタールというところのひ

とくくりなんですが、高齢者のためにできません。田んぼが未整理のた

めに誰も受け取ってくれません。草刈りもできませんでは住民の方々は

どうしたよろしいのでしょうか。教えていただきたいと思います。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    大郷町の場合ですと、第１種農地と言われる部分につきましては、圃

場整備が行われたもしくは整理された田んぼというのが主になります。

ごくまれに、沢地で大きい長い沢地だとそこで10ヘクタール超えて、第

１種農地というところもありますが、そこ１か所が太陽光になってしま

うと営農している方、太陽光、営農している方、太陽光とオセロのよう

な面になってしまいますので、そこにつきましては農地として使ってい

ただきたい。そういう意味で第１種農地というふうにしております。以

上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） でも、体力的に無理です。後継者もいないです。私１

代限りで農業終わりですといったところでもそのまま続けて第１種農地

でやっていくんでしょうか。全て耕作放棄地になったら外れるんでしょ

うか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） 基本的には10ヘクタール以上のまとまった集団

農地については第１種農地は外れません。ですので、その農地を今後ど

のように活用していくかは個人個人の財産ですので考え方はございます

けれども、せっかくまとまった農地ですので担い手の方に貸すとかそう

いったいろいろな農地としての活用が見込まれるという意味での第１種
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農地でございます。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 農業できない。田んぼ受け取ってくれる方もいない。

イノシシが来るだけだという田んぼをどう有効活用するかというところ

だと思うんです。そこを第１種農地で10ヘクタールだというところ、こ

れは外してみんなで太陽光にしましょうといったら、これは可能でしょ

うか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    基本的に第１種農地につきましては、例えば特例法としまして農村産

業法とか地域未来投資促進法などの特例法に基づいて転用が可能になっ

ておりますけれども、それ以外については第１種農地は転用ができない

ことになっております。以上です。 

議長（石垣正博君） 佐々木和夫議員。 

６番（佐々木和夫君） 法律は分かるんです。でも、法律よりも最初に人だと

思うんです。そこの人たちが営農ができる。生活ができる。大郷に住み

たい。でも土地は守れないですといったときに、ほかの業者の方々にお

願いしなければいけないという状況もなると思います。そこら辺を考え

ていただいてやっていただければと思いますので、今後そういう沢地の

御相談があったら優しく対応していただければと思いますが、よろしい

でしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。農林振興課長。 

農林振興課長（本間文二君） お答えいたします。 

    第１種農地につきましては10ヘクタール以上、せっかく10ヘクタール

以上の集団の農地ということがございますので、そこは農地として有効

に活用いただくのがまずは主眼になるかと思います。今後、そういった

部分でいろいろな法律が変わったりとかやり方があるのであれば、そこ

はもちろん御相談乗っていきますけれども、まずは先ほど申し上げまし

たとおり、町内においても第１種農地は農地として優良な農地というと

ころが非常に、ほぼほぼですので、そこは農地として活用いただくよう

にお話をしていければと思います。以上です。 

議長（石垣正博君） これで、佐々木和夫議員の一般質問を終わります。 

    以上で、一般質問を終わります。 

    ここで、10分間休憩といたします。 

午 後 ２時１９分  休 憩 
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午 後 ２時２９分  開 議 

議長（石垣正博君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                    

  日程第３  議案第４９号 令和７年度大郷町一般会計補正予算（第５号） 

議長（石垣正博君） 日程第３、議案第49号令和７年度大郷町一般会計補正予

算（第５号）を議題といたします。 

    提出者から提案理由の説明を求めます。財政課長。 

財政課長（菅野直人君） それでは、議案第49号一般会計補正予算（第５号）

につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

    補正予算書２ページをお開き願います。 

    議案第49号令和７年度大郷町一般会計補正予算（第５号） 

    令和７年度大郷町の一般会計補正予算（第５号）は次に定めるところ

による。 

    歳入歳出予算補正 

    第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,000万円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ59億1,571万3,000円とす

る。 

    第２項 歳入歳出の予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額

並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によ

る。 

    債務負担行為の補正 

    第２条 既定の債務負担行為の追加は「第２表 債務負担行為補正」

による 

    令和７年９月30日提出  

大郷町長 石 川 良 彦 

    今回の補正予算の概要についてご説明いたします。 

    今回の補正予算ですが、令和５年８月10日に東北地方整備局管内のか

わまちづくり計画に登録され、国の支援を受けて町及びかわまちづくり

協議会で計画を推進してきましたかわまちづくり事業に関する予算計上

となります。 

    地方創生のための市町村の独自の取組を、計画から実施まで強力に後

押しする国の新しい地方経済生活環境創生交付金第２世代交付金を活用

し、かわまちづくり事業の実施に向けて実施計画検討業務を委託するも

のでございます。 

    歳入では国庫補助金、未来づくり基金において財源調整をしておりま
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す。 

    今回追加提案となりましたのは、町長就任後に改めて事業内容等を説

明、意向等を確認したためでございます。 

    続きまして、３ページをお開き願います。 

    歳入です。 

    第１表歳入歳出予算補正にある款項ごとに内容を御説明いたします。 

    第15款国庫支出金第２項国庫補助金1,000万円の増額補正です。かわま

ちづくり実施計画検討業務に対する国の新しい地方経済生活環境創生交

付金第２世代交付金の増となります。補助率は２分の１で、令和７年９

月11日に国の交付決定を受けたものでございます。 

    第19款繰入金第１項基金繰入金1,000万円の増額補正です。かわまちづ

くり実施計画検討業務へのふるさと納税等を活用した未来づくり基金繰

入金の増となります。 

    歳入補正額合計2,000万円です。 

    続きまして、４ページをお開き願います。 

    歳出です。 

    第７款土木費第５項都市計画費2,000万円の増額補正です。かわまちづ

くり実施計画検討業務委託料となります。業務内容としましては、持続

可能な事業となるように市場調査として利用者ニーズ調査、河川敷施設

現行計画の再評価の実施、計画平面図の作成等を予定しております。ま

た、事業スキーム検討としまして事業者ヒアリング調査、指定管理者公

募手法の構築等を行うものでございます。業務完了は令和８年３月末を

予定しております。 

    歳出補正額合計2,000万円です。 

    以上、補正前の予算額58億9,571万3,000円に歳入歳出とも2,000万円を

追加し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ59億1,571万3,000円とする

ものです。 

    続きまして、５ページをお開き願います。 

    第２表債務負担行為補正について御説明いたします。 

    今回の補正は追加１件です。事項の１、ロゴホームシステム使用料。

期間は令和７年度から11年度まで。限度額は279万5,000円です。宮城県

市町村共同電子申請サービスのオプションサービスの利用に当たり、契

約期間を共同電子申請サービス提供業務契約に基づく複数年契約とする

ため、設定するものです。 

    一般会計補正予算（第５号）につきましては、以上の内容となります。
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次ページ以降の事項別明細書御覧いただきまして、御審議の上御可決賜

わりますようお願い申し上げます。 

議長（石垣正博君） 以上で議案第49号について説明を終わります。 

    これより質疑に入ります。ございませんか。２番赤間繁幸議員。 

２番（赤間繁幸君） ９ページの実施計画検討業務でございます。今の御説明

の中に、利用者ニーズ調査をするということがありましたけれども、具

体的にどういった調査の仕方をするのかお伺いします。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） お答えいたします。 

    今考えております利用者ニーズ調査につきましては、先日お示ししま

したイメージパース、あちらを提示しながらこの施設に対して何回ぐら

い、例えば月に何回ぐらい来ますかですとか、来たときに幾らぐらいお

金を使うことができますかとか、そういうことを調査しながらビーバイ

シーを算定していきたいなと考えております。以上でございます。 

議長（石垣正博君） ２番赤間繁幸議員。 

２番（赤間繁幸君） それはどこで調査するんですか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） お答えいたします。 

    これから業務を出しまして、取ったコンサルさんとの相談にもなりま

すけれども、今考えておりますのは例えば道の駅、あちらに年間60万人

ぐらいの利用者さんがおりますので、そこの方にアンケート調査をした

りですとか、あと、よく一般的にやられるのはウェブ調査という形で無

作為にウェブでメール等を送って調査する方法もございますので、コン

サル業者さんが決まりましたら、手法について検討しながら進めていき

たいと思っております。以上です。 

議長（石垣正博君） ほかにございませんか。10番熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） 今の赤間議員と同じような内容でこの委託費、コンサル

にお願いするという話でしたんですけれども、ほかの業者というのは考

えられないんですか。あと、この金額はそれなりのこの金額かかるもの

なんですか。例えば、工事費で2,000万円かかるんだったら分かるんだ

けれども、検討するんだよね、かわまちづくりを。検討するだけで2,000万

円もかかるんですか。その辺の見積もりというか、どのような形で見積

もりしているのか。あまりにも金額大き過ぎて私らの一般的な感覚では

考えられないんですけれども、どうなんでしょう。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。櫛濱技監。 
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復興推進課技監（櫛濱 学君） お答えいたします。 

    業務名が検討業務となっているので誤解を生じているかもしれません

けれども、基本的には業務概要にも書いてありますとおり、利用者ニー

ズの調査ですとか調査も含まれております。それに伴いまして、相当の

金額がかかるのであろうということでございますけれども、一応金額に

関しましても大体町ではこういう検討を進めていきたいという話をしな

がら、参考見積もりを取った結果、2,000万円という参考見積もりが出

てきているという状況でございます。以上です。 

議長（石垣正博君） 10番熱海文義議員。 

10番（熱海文義君） コンサルということなんですけれども、これまでもいろ

いろな設計とか委託、ずっとコンサルにやってきているんですけれども、

これまでのコンサルと全然変わらないんですか。それとも全然違う形で

新しいコンサルを選定してお願いする形になるんでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） これからプロポーザル方式で業務を発注して

いくことを想定しておりますけれども、その中で手を挙げていただいた

業者さんが今回該当してきます。なので、必ずしも今まで取った業者さ

んが手を挙げてきてくれるのかどうかも分からない状況でございますの

で、プロポーザル方式で公告をした上で手を挙げていただいた業者さん

の中から町で選定していきたいと考えます。以上です。 

議長（石垣正博君） ほかにございませんか。３番鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） ９ページの実施計画検討業務について、４点お伺いをい

たします。 

    ９月25日の全協の際に計画の説明がございましたが、この実施計画検

討業務の作業終了はいつごろを予定しているのか教えてください。 

    ２点目に、この業務の詳細の中で現行計画の再評価というのがあるん

ですけれども、どういったことを予定しているのか説明をお願いしたい

と思います。 

    ３点目なんですけれども、想定事業費の表の中に初期整備の費用額と

いうところがありまして、その中で社会実装検証業務というのがござい

ますが、この予算、いつごろ上程を予定しているのかお伺いします。 

    ４点目なんですが、かわまちづくり協議会の決算報告の開示を求めた

いと思うんですが、一般的な開示のやり方でよいのかどうかを確認した

いと思います。以上です。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。櫛濱技監。 
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復興推進課技監（櫛濱 学君） お答えいたします。 

    まず１点目の工期につきましては、今現段階では今年度末、令和８年

３月末を工期に考えております。ただ、業務の進捗状況によりましては

繰り越すことも想定されております。 

    次に２点目の再評価の内容につきましては、先日の説明で小さく整備

して利用状況を見ながらというお話をさせていただきましたけれども、

小さく整備して利用状況を見た中で、よりよい意見等が上がってきまし

たらそちらの意見を取り入れながら、計画の見直しを進めていきたいと

いう意味での再評価でございます。 

    ３点目の社会実験につきましては、資料の14ページ目の赤枠で囲われ

た下の辺りに令和８年と書いてありますけれども、こちらが社会実験、

今後都市地域等利用区域の選定に関わる社会実験になりますけれども、

こちらは令和８年度以降に業務を発注していきたいなと考えております。 

    最後の決算書の開示につきましては、こちらは所定の手続を踏まえて

いただければ開示することは可能ですので、よろしくお願いいたします。

以上となります。 

議長（石垣正博君） ３番鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） 現行計画の再評価なんですけれども、ここでおっしゃら

れている現行計画というのは、かわまちづくり計画のことで合っていま

すでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） お答えいたします。 

    資料の11ページに提示させていただいておりますけれども、説明させ

ていただきましたが、かわまち登録を登録してあるイメージパースは左

上のちょっと小さいものになっておりますけれども、その後の検討で右

下の配置変更とかがございましたので、これ時点での変更を今考えてい

るところでございます。 

議長（石垣正博君） ３番鎌田暁史議員。 

３番（鎌田暁史君） 総合計画を見ますと、このかわまちづくりで交流人口を

25万人を目指しているということでございますが、今回の事業によって

そういった目標値の修正等は想定されておりますでしょうか。 

議長（石垣正博君） 答弁願います。櫛濱技監。 

復興推進課技監（櫛濱 学君） お答えいたします。 

    25万人という数字は、今避難道路を作っておりますけれども、それが

町道に認定されましたら、それ相当の交通量が増えるというところで、
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実際道の駅のところが60万人の年間の交流人口を生んでおりますけれど

も、道の駅の前の交通量と今後整備されます町道の交流量を比較して、

大体25万人ぐらい集まるのではないかという想定で人口を算出しており

ますけれども、そこの精度がもう少し上がってきましたら交流人口は見

直しかけることも考えられますので、またそのときに報告させていただ

きます。以上です。 

議長（石垣正博君） ほかにございませんか。ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石垣正博君） ないようですので、これをもって質疑を終わります。 

    これより討論に入ります。ございませんか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

議長（石垣正博君） 討論省略の御発言があります。これをもって討論を終わ

ります。 

    これより議案第49号令和７年度大郷町一般会計補正予算（第５号）を

採決いたします。 

    この採決は起立により行います。 

    お諮りします。本案は原案どおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。 

〔賛成者起立〕 

議長（石垣正博君） 起立全員であります。したがって、本案は原案どおり可

決されました。 

                                    

  日程第４ 請願第２号 診療報酬及び介護報酬の抜本的引上げ等による労 

             働者の処遇改善と医療機関や介護施設の経営改善 

             を求める意見書提出についての請願 

議長（石垣正博君） 日程第４、請願第２号診療報酬及び介護報酬の抜本的引

上げ等による労働者の処遇改善と医療機関や介護施設の経営改善を求め

る意見書提出についての請願を議題といたします。 

    ここで、教育民生常任委員会に付託されました請願第２号について、

委員長より審査結果の報告を求めます。教育民生常任委員長田中三惠子

議員。 

教育民生常任委員長（田中三惠子君） 請願審査の報告をさせていただきます。 

    お手元の資料を御参照ください。 

    令和７年９月30日 

    大郷町議会議長 石 垣 正 博 殿 
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      教育民生常任委員会    

委員長 田 中 三惠子 

請願審査報告書 

    本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので

大郷町議会会議規則第87条第１項の規定により報告します。 

記  
    受理番号  請願第２号 

    付託年月日 令和７年９月12日 

    件  名  「診療報酬及び介護報酬の抜本的引上げ等による労働者

の処遇改善と医療機関や介護施設の経営改善を求める意

見書」提出についての請願 

    審査結果  採択すべきものと決定 

    以上となります。 

議長（石垣正博君） これより質疑に入ります。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石垣正博君） ないようですので、これをもって質疑を終わります。 

    これより討論に入ります。ございませんか。４番鈴木利博議員。 

４番（鈴木利博君） では、賛成する立場で賛成討論への提案理由を御説明い

たします。 

議長（石垣正博君） 席に戻ってください。 

    大変失礼しました。討論ありでございますので、反対討論のほうから

発言を求めます。 

    反対討論の方、おいでですか。 

    次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。４番鈴木利博議員。 

４番（鈴木利博君） では、賛成する立場で賛成討論への提案理由を御説明い

たします。 

    ロシアのウクライナ侵攻から物価高が始まり、コロナの影響により飲

食店業界はじめ倒産する事業者がますます増えております。2024年問題

でのドライバー不足や様々な業界での人手不足もあり、昨今では資材高

騰が悪影響を与え、業種問わず倒産する事業者が続発していることは皆

さん御承知のとおりです。これはいつまで続くか先がまだ見えない状況

でございます。決して医療業界だけが例外ではなく、継続していくのに

は診療報酬や介護報酬の見直しは必要不可欠な状況でございます。民間

事業者にも同様に賃金アップを必要と思われますが、まずは私たちが生

活していく上で病気けがはいつ遭遇してもおかしくありません。よって、
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まずは医療事業者を救うためにも今回の請願書には賛成すべきと考えま

す。一つ一つの賛成がいずれ大きな渦を作り、時間はかかれども診療報

酬や介護報酬の引上げにつながることを願います。 

    以上で賛成理由の説明を終わります。 

議長（石垣正博君） 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。ござい

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石垣正博君） 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石垣正博君） ないようですので、これをもって討論を終わります。 

    これより請願第２号診療報酬及び介護報酬の抜本的引上げ等による労

働者の処遇改善と医療機関や介護施設の経営改善を求める意見書提出に

ついての請願を採決いたします。 

    この採決は起立により行います。 

    お諮りいたします。本案は委員長の報告のとおり採択することに賛成

の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

議長（石垣正博君） 起立全員であります。したがって、本案は委員長報告の

とおり採択とすることに決定いたしました。 

                                    

  日程第５ 委発第２号 診療報酬及び介護報酬の抜本的引上げ等による労 

             働者の処遇改善と医療機関や介護施設の経営改善 

             を求める意見書（案）について 

議長（石垣正博君） 日程第４、委発第２号診療報酬及び介護報酬の抜本的引

上げ等による労働者の処遇改善と医療機関や介護施設の経営改善を求め

る意見書（案）についてを議題といたします。 

    提出者から提案理由の説明を求めます。教育民生常任委員長田中三惠

子議員。 

教育民生常任委員長（田中三惠子君） それでは、発表させていただきます。 

    委発第２号 

                           令和７年９月30日 

    大郷町議会議長  石 垣 正 博 殿 

                    提出者 

                       大郷町教育民生常任委員会 
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                       委員長  田 中 三惠子 

                      賛成者 

                        同委員 鈴 木 安 則 

                        同委員 赤 間 繁 幸 

                        同委員 鈴 木 利 博 

                        同委員 赤 間 則 幸 

                        同委員 金 須 新 一 

    診療報酬及び介護報酬の抜本的引上げ等による労働者の処遇改善と医

療機関や介護施設の経営改善を求める意見書（案）について 

    上記の提案を大郷町議会会議規則第13条第２項の規定により別紙のと

おり提出いたします。 

    提案事由については別紙を御参照ください。 

    拝読させていただきます。 

    診療報酬及び介護報酬の抜本的引上げ等による労働者の処遇改善と医

療機関や介護施設の経営改善を求める意見書（案） 

    診療報酬や介護報酬といった公的価格で成り立つ医療機関、介護施設

等では価格転嫁による対応ができず、昨今の物価高騰により生じる負担

については医療機関、介護施設等が負わざるを得ない状況が発生してい

る。加えて、医療、介護の現場においては給与の高い職種に人材が流出

するなど、人材確保に関しても厳しい状況にあり、医療機関、介護施設

等の経営をさらに圧迫している。医療、介護の業界自体の負担増を許容

していけば、医療、介護資源の減少を招き我が国が誇る国民皆保険制度

や介護保険制度を今後も維持し続けたとしても、結果として国民が医療、

介護等を十分に享受できない事態が発生する可能性がある。また、日々

町民のために働いていただいている医療従事者、介護従事者が不安なく

日々の業務に精励できる環境の整備を進める必要がある。国民の医療、

介護を守るためには医療機関、介護施設等で安定した経営を維持し、人

材確保が行える財源の確保が必要不可欠である。よって、国においては

医療機関、介護施設等が昨今の物価高騰をはじめ人材の確保に対応が可

能となる財源を確保できるよう、診療報酬、介護報酬の抜本的引上げに

ついて現状を鑑み早急に行うことを強く要望する。 

    以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

    令和７年９月30日 

    宮城県大郷町議会議長 石 垣 正 博 

    衆議院議長殿 
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    参議院議長殿 

    内閣総理大臣殿 

    財務大臣殿 

    厚生労働大臣殿 

    内閣官房長官殿 

    以上となります。 

議長（石垣正博君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

    これより質疑に入ります。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石垣正博君） ないようですので、これをもって質疑を終わります。 

    これより討論に入ります。ございませんか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

議長（石垣正博君） 討論省略の御発言がありますので、これをもって討論を

終わります。 

    これより委発第２号診療報酬及び介護報酬の抜本的引上げ等による労

働者の処遇改善と医療機関や介護施設の経営改善を求める意見書（案）

についてを採決いたします。 

    この採決は起立により行います。 

    お諮りします。本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を

求めます。 

〔賛成者起立〕 

議長（石垣正博君） 起立全員であります。したがって、本案は原案のとおり

可決されました。 

                                    

  日程第６ 閉会中の所掌事務調査 

議長（石垣正博君） 日程第６、閉会中の所掌事務調査を議題とします。 

    議会運営委員長から所掌事務のうち会議規則第70条の規定によりお手

元に配付した所掌事務の調査事項について、閉会中の継続調査の申出が

あります。 

    お諮りいたします。議会運営委員長の申出のとおり、閉会中の継続調

査とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石垣正博君） 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長から

の申出のとおり、閉会中の継続調査とすることを決定いたしました。 

                                    



―２２５― 

  日程第７ 閉会中の所管事務調査 

議長（石垣正博君） 日程第７、閉会中の所管事務調査を議題といたします。 

    各常任委員長から所管事務のうち、会議規則第70条の規定によりお手

元に配付した所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査の申出が

あります。 

    お諮りします。各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とする

ことに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石垣正博君） 異議なしと認めます。したがって、各常任委員長からの

申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

                                    

議長（石垣正博君） 以上をもって本定例会に付議されました事件の審議は全

部終了いたしました。 

    閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

    今定例会は時節柄大変お忙しい中、連日御審議を賜わりましたことを

心から感謝申し上げます。今定例会は去る９月12日開会以来、19日間に

わたり令和６年度各種会計決算認定を中心に条例の一部改正、令和７年

度各種会計補正予算などを審議してまいりましたが、議員各位の特段の

御協力によりここに今定例会を閉会できましたことは議長としてまこと

に喜びに堪えません。今定例会に提案されました諸議案、決算認定等い

ずれも町政を展開していく上で重要な案件でありましたが、議員各位に

おかれましては町民の代表機関としての機能を十分に発揮され、終始き

わめて真剣な審議によりそれぞれ適切妥当な結論を得たのでありまして、

この御精励に対し深く敬意を表しますとともに、厚く御礼を申し上げる

次第であります。 

    また、執行部におかれましても町長をはじめ課長各位には審議の間、

常に真剣な態度で御協力をくださいました。この御苦労に対しまして深

く敬意を表しますとともに、今会議、あるいは決算審査特別委員会にお

いて出されました意見、要望などに特に配慮していただき、町政施行に

十分反映されますようお願いするものであります。 

    収穫の秋、議員各位には何かと御多忙のこととは存じますが、それぞ

れ御自愛くださいまして、町政の積極的な推進に御尽力賜わりますこと

をお願い申し上げ、閉会の挨拶といたします。 

    これにて令和７年第３回大郷町議会定例会を閉会といたします。 

    大変御苦労さまでございました。 



―２２６― 

午 後 ３時０５分  閉 会 

                                    

    上記の会議の経過は、事務局長 三浦 光の記載したものであるが、

その内容に相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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